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第３節 災害復旧事業における取組 
県は，地震や台⾵による災害を数多く経験し，災害復旧のノウハウも⼀定程度の蓄積があったものの，東

⽇本⼤震災の災害規模は，災害復旧の原則である「原形復旧」の概念を⼤きく超えるものであり，既存制度
の適⽤拡⼤等，迅速な復旧のために多くの特例が設けられた。 

ここでは，河川（道路）等，港湾，下⽔道の災害復旧における概要について⽰す。 
 

第１項 河川・道路等災害復旧事業 

１．調査期（災害発⽣から災害査定申請まで） 

（1）応急復旧の実施に向けた調整について 
1）応急復旧の⽅針決定の経緯 

東⽇本⼤震災発災直後は，津波により，膨⼤ながれきや津波堆積物が発⽣した。⾃衛隊や東北地⽅整
備局を中⼼とする道路啓開が⾏われ，いち早く救援ルートが確保された。 

地震発⽣から 2 ⽇後，国⼟交通省防災課との電話協議により，がれき撤去を含む応急⼯事は管理者責
任で対応することとし，査定申請時は，応急⼯事の必要性や着⼿前の状況をしっかり説明できるよう資
料を整備したうえで，輸送路の確保を最優先に応急⼯事を⾏った。 

津波被害を免れた内陸部では，地震による道路路⾯災がほとんどであったことから，平成 20（2008）
年岩⼿・宮城内陸地震の際に適⽤した⽅針を準⽤すべく，国⼟交通省防災課，東北財務局，岩⼿県，福
島県，仙台市と調整を図り⽅針をとりまとめた。 

津波浸⽔区域については，未曾有の甚⼤な被害であったことから，査定の簡素化による迅速な査定決
定に向けて，国⼟交通省防災課と調整を進めた。 

 

 

図 4- 14 道路啓開状況（左），マンホールの突出（右） 
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2）下⽔道管理者との調整 
液状化による下⽔道マンホール段差の対応及び道路災害と下⽔道災害の災害査定申請における⼆重採

択を防⽌するため，道路管理者と下⽔道管理者で調整を⾏った。 
液状化により路⾯から突出したマンホールへの対応に関して，⼀般的にマンホールの復旧は，道路占

⽤者の対応となるが，道路占⽤者が対応を⾏っていたのでは，今後必要となるがれき撤去や⽀援物資輸
送に⽀障となる可能性があった。そこで，マンホールの復旧については，道路管理者が⾏うことで調整
を図ることとした。 

 
3）⽅針決定及び通知の発出 

道路占⽤者との調整の結果，地⽅機関に対し，平成 23（2011）年 4 ⽉ 1 ⽇に，次のような⽅針を発出
した。 

○液状化によってマンホールが路⾯に突出した箇所については道路管理者で応急復旧する。 
○その上で，マンホールの管理者である下⽔道事業者等との⼆重採択防⽌について別途調整する。 
 

4）効果検証 
【評価できること，効果的だったこと】 
○地震による道路の応急復旧対応については，平成 20（2008）年に岩⼿･宮城内陸地震を経験していた

ため，今回の対応に取りかかる時間を短縮できた。 
【課題，問題点】 
●広域地盤沈下により頻繁に冠⽔する道路については，道路管理者としてどこまで応急復旧できるか

の決定対応が遅れ，速やかに対応することができなかった。 
●上下⽔道事業の復旧⼯事については，⼩規模かつ⼿間のかかる⼯事が多かったことから，⼊札不調

が相次いだ。契約済みの道路災害復旧⼯事に⾄っては，下⽔道⼯事の施⼯待ちにより１年近くの⼯
事⼀時中⽌や，打ち切り精算を余儀なくされ，道路災害の復旧に遅れが⽣じた。 

 
（2）査定基本⽅針の作成 

1）経緯 
⼀般的な災害復旧と同様，発災 2 ヶ⽉後から災害査定が始まることを想定し備えた。国⼟交通省防災

課との調整を踏まえ，平成 23（2011）年３⽉ 24 ⽇に「東北地⽅太平洋沖地震における査定⽅針（１）」
を作成し，3 ⽉ 29 ⽇から 31 ⽇にかけて，地⽅機関への説明を⾏った。 

甚⼤な被害の中，被災状況を把握することは困難を極め，がれき撤去や捜索活動を⾏っていた津波浸
⽔区域と陸域（津波浸⽔区域外）に分けて申請する⽅針とし，早期に査定を⾏うよう努めた。査定⽅針
作成において，特に⼯夫したポイントは以下のとおりである。 

・甚⼤な被害のため，応急本・仮⼯事は，国⼟交通省防災課との「事前打ち合わせ」は⾏わず，管理
者責任で実施する。 

・津波浸⽔区域の申請は，⼤幅な簡素化を図るために，LP 図によるメッシュ単位査定や代表断⾯，被
災ランク別申請を⾏う。 

・査定時期は，６ヶ⽉を⽬処に実施する。 
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・陸域の復旧⽅針は，既策定の「H20 岩⼿・宮城内陸地震による災害」の基本⽅針を準⽤する。 
 

平成 23（2011）年３⽉ 29 ⽇に国⼟交通省防災課の災害査定官と打合せを⾏い，災害査定の簡素化や
査定⽅針について説明を⾏い，5 ⽉ 10 ⽇から⾏われることとなった災害査定の申請書作成に対して，
⼀定の⾻格⽅針を作成できた。 

ただし，この⽅針は陸域には概ね対応できるが，津波被害の⼤きい沿岸域には，別途査定の簡素化
措置が必要とされた。 

 
2）内陸部の被害の基本⽅針の検討 

陸域の被災については，地震による道路の舗装被害などがほとんどであったことから，復旧⽅針につ
いては，平成 20（2008）年 6 ⽉に発⽣した岩⼿・宮城内陸地震の際に作成した災害査定基本⽅針を活か
すことができると判断し，それを準⽤する⽅針とした。 

その上で，陸域の災害査定は，通常どおり発災から 2 ヶ⽉後の 5 ⽉ 10 ⽇から順次災害査定準備の整っ
た箇所から実施することとした。 

災害復旧は，特に⼤規模な災害であるほど，過去の経験とデータの蓄積が，現場において⾮常に有効
であることが再確認できた。 

 
3）沿岸域の被害の基本⽅針の検討 

陸域の災害査定を発災から約 2 ヶ⽉後から開始する⽅針としたが，沿岸域は，津波による浸⽔のた
め，被災状況を把握することが困難であったこと，また，がれき撤去や捜索活動を優先する必要があっ
たことから，査定の開始時期を約６ヶ⽉後に実施する⽬標を設定した。 

 
4）被災３県及び仙台市との調整 

被災地が統⼀的な⽅針で災害査定を受けるため，岩⼿宮城内陸地震の際に作成した災害査定基本⽅針
を基に，岩⼿県，宮城県，福島県，仙台市の 3 県１市で統⼀した災害査定⽅針をとりまとめ，国⼟交通
省防災課と協議後，平成 23（2008）年 4 ⽉ 1 ⽇に地⽅機関へ⽰し，災害査定に望むこととした。 

 
5）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○未曾有の災害であったにもかかわらず，被災から 13 ⽇後に査定⽅針を作成できたことで，調査設計

の初動対応を早め，２ヶ⽉以内に査定着⼿させることができた。 
○平成 20 年度の岩⼿・宮城内陸地震の経験を⽣かすことにより，査定基本⽅針や災害復旧⼯法の基本

⽅針を早期に⽰すことができた。 
【課題，問題点】 
●査定の基本⽅針は，申請者の⽴場で策定したものであり，実際の査定で認められない場合も⽣じた。 
●津波浸⽔区域での，LP 図によるメッシュ査定は，実際の査定では活⽤すされる事例が少なかった。 
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（3）査定計画の⽴案 
1）災害査定計画の概要 

災害査定は，通常，発災より 2 ヶ⽉以内に実施しており，今回の東⽇本⼤震災についても，平成 23
（2011）年 3 ⽉ 11 ⽇の地震発⽣から 2 ヶ⽉以内となる平成 23（2011）年 5 ⽉ 10 ⽇から災害査定を開始
した。 

災害査定の当初は，全体の申請箇所数が不明であり，国へ依頼する査定の 3 週間前に当該次数の出来
うる限りの査定申請件数を把握するという状況であった。中盤からは，平成 23（2011）年 12 ⽉中に災害
査定を完了させるように査定計画の⽬標を設定した。 

 
図  第１次災害査定の状況 

 
2）査定⽇程及び随⾏員，宿泊先の調整等 

査定計画の作成にあたっては，県防災砂防課で⽇程案を作成し，その⽇程案に基づき各管内の⼟⽊事
務所の災害復旧事業担当者へ市町村を含めた⾏程表を作成するように依頼をした。 

査定の 期化を鑑み，各事務所での準備期間の確保及び担当職員の負担軽減等について配慮し，１ヶ
⽉の間に１週程度は査定を実施しない週を極⼒設けるように⽇程調整を⾏った。 

災害査定にあたっては，５班 ６班体制で計画し，１班あたり，主随⾏１名，副随⾏２名（うち１名
運転⼿兼務）の対応で⾏ってきた。部内各課に対して，週ごとに主随⾏，副随⾏別に必要⼈数を提⽰し
調整を⾏った。各課とも業務量が激増している中での随⾏職員の確保には⼤変苦慮し，内陸部の地⽅機
関からも職員の応援をもらいながら随⾏対応を⾏った。 

移動⾞両については，県庁内の公⽤⾞で対応したが，確保が難航し，出先機関の公⽤⾞を借⽤するこ
ととなった。⾞両確保に⼿間がかかることから，査定後期にはレンタカーも⼀部使⽤した。 

宿泊先の⼿配は各⼟⽊事務所の災害取りまとめ担当に依頼していたが，沿岸部は宿泊先のホテル・旅
館も被災しているため，その⼿配は⼤変難航した。結果的には，内陸部のホテル・旅館を⼿配すること
になり，宿泊地から災害査定会場までの移動に１時間程度を要することもあった。事務所によっては，
可能な限り数ヶ⽉先まで予約し対応した。  

490− 490 −
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3）災害査定の市町村⽀援 
沿岸被災市町のうち，要請のあった３市４町（⽯巻市，気仙沼市，東松島市，亘理町，⼭元町，⼥川

町，南三陸町）の災害査定において調査・設計・積算・査定の災害復旧業務について全⾯的に⽀援し
た。 

通常の市町村⽀援は，（公社）宮城県建設センターが⾏うが，東⽇本⼤震災では，県が同センターと委
託契約を結び，直接県が被災市町村の⽀援を⾏った。⼀次調査のみを実施したケースと災害査定申請ま
で実施したケースなど，⽀援の程度に差はあるものの，災害査定は膨⼤な作業になる上に，専⾨的な職
員が必要になるため，県による⽀援は効果があったものと思われる。 

 
4）災害査定の実施 

災害査定の実施にあたっては，内陸部の道路災害等，査定準備ができた箇所から査定を順次実施し，
査定次ごと（５⽇間）に６班体制で約 200 件を査定申請した。津波浸⽔域の査定では，件数，⾦額とも
⼤幅に増加し，最⼤で１週間に 12 班体制，429 件，約 2,513 億円の査定を実施することとなった。 

最終的に災害査定に要した期間は，県事業で平成 23（2011）年 12 ⽉ 23 ⽇の 28 次査定，市町村事業で
は平成 24（2012）年１⽉ 27 ⽇の 29 次査定までとなり，約 9 ヶ⽉間を要した。 

全 29 次査定までの地震災の総計として，県が 1,926 件，市町村（仙台市除く）が 4,015 件，計 5,941 件
（⽔管理・国⼟保全局分で下⽔道を除く）が採択され，うち保留（仮決定）箇所が 33 件となった。（⽔
管理・国⼟保全局分で下⽔道を除く）。 

 
5）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○平成 23（2011）年 12 ⽉までの査定完了⽬標は，がれき処理後の津波浸⽔区域の査定，河川の⽅針が

決まった後の橋梁の査定等があり，⾮常にタイトで不可能であると思われたが，査定がより簡素化
されたこともあり，⽬標どおり査定を進めることができた。 

【課題，問題点】 
●道路災の件数が多く，その調査に多く建設コンサルタント業者等を割り当てたため，沿岸部の調

査，設計等の業者不⾜が深刻な問題となった。 
●市町村の災害査定のための⼈員は，本県の職員のみの⽀援では調整が不可能な状況であったため，

県外からの応援（地⽅⾃治法派遣）を受けたが，市町村の災害査定が終了したのは平成 29（2017）
年１⽉下旬であった。県と市町の業務分担や資料の引継ぎ⽅法など検討する必要があった。 

 
表 4- 12 査定件数及び⾦額総計表 

 

 

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

通常 1,773 56,924,634 3,934 48,805,802 5,707 105,730,436
協議設計 153 349,702,223 81 32,798,022 234 382,500,245

合計 1,926 406,626,857 4,015 81,603,824 5,941 488,230,681

県 市町村（仙台市除く） 総計
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表  ⼯種別査定状況 

 
 

（4）災害査定の簡素化の申し⼊れ 
1）災害査定簡素化の概要 

災害規模が極めて⼤きかったことから，査定の簡素化や災害復旧の考え⽅について，国⼟交通省防災
課と協議を重ねた結果，査定については協議設計扱いの採⽤，現地決定額の拡⼤，机上査定申請額の拡
⼤，総合単価適⽤額の拡⼤など⼤幅な簡素化が認められた。また，復旧の考え⽅についても，原形復旧
が基本のところを海岸保全施設についてはレベル１（L1）津波までの復旧が認められた。 

 
2）エリア査定等の申し⼊れ 

道路，河川，海岸等の⼯種の隔てなくエリアにおける被害率を⽤いた⼀式の査定が出来ないか検討し
たが，査定後の詳細調査を基に重要変更を⾏う際に，査定時の根拠等，説明が困難となる可能性があ
り，標準断⾯による査定の⽅が後々申請者の負担軽減になるとの判断で⾒送られた。 

 
3）標準断⾯図等による査定（設計書添付図⾯の簡素化） 平成 年４⽉ ⽇通知他  

通常の査定では，平⾯図，縦断図，横断図，構造図，展開図等を準備しなければならないが，今回の
災害に限り，平⾯図及び標準断⾯図等必要最⼩限とすることができ，これは内陸部を含めた県内全域を
対象とした査定の簡素化となった。また，津波により被災を受けた地域など被災状況等の確認が困難で
ある場合には，地形図，航空写真，台帳等標準断⾯図等を代替えとして利⽤した。 

  

区分 工種 件数 決定額(千円)
河川 278 241,967,599
海岸 74 79,726,616

砂防等 9 777,815
道路 1,437 51,495,908
橋梁 128 32,658,919

1,926 406,626,857
河川 56 5,095,961
道路 3,856 59,307,653
橋梁 103 17,200,210

4,015 81,603,824
5,941 488,230,681

県

県 集計

市町村
(仙台市除く)

市町村 集計

総　計
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4）机上査定の適⽤拡⼤(平成 23（2011）年４⽉ 19 ⽇通知他) 
机上査定の適⽤可能⾦額が，通常，300 万円未満までのところ，5,000 万円未満まで引き上げられた。 

これは，本県のみならず，被災した１都 6 県 2 市に対して適⽤され，適⽤範囲は，最終的に 3 億円未満
まで引き上げられた。その効果として，300 万円を超す申請のうち，県で 1,525 件，市町村で 2,878 件，
合計で 4,403 件が机上査定の対象となった。 

表 4- 14 机上査定可能⾦額の引き上げによる効果 

 
 

5）⾦額保留の１箇所⼯事の適⽤拡⼤(平成 23（2011）年４⽉ 27 ⽇通知) 
⾦額保留における１箇所の現地決定額（保留とならない⾦額）は，通常，4 億円未満のところ，30 億

円未満まで引き上げられた。その効果として，4 億円を超す決定及び仮決定⾦額の件数のうち，県で 84
件，市町村で 23 件，合計で 107 件が現地決定された。 

 

表 4- 15 現地決定可能額（保留とならない⾦額）の引き上げによる効果 

 
 

6）総合単価の適⽤拡⼤(平成 23（2011）年４⽉ 11 ⽇通知) 
総合単価の適⽤可能額は，通常，申請額 1,000 万円未満のところ，１億円未満まで引き上げられた。そ

の効果として，1,000 万円を超す申請のうち，県で 666 件，市町村で 1,091 件，合計で 1,757 件について
総合単価が使⽤可能となった。 

 
7）総合単価の⼯種拡⼤(平成 23（2011）年４⽉ 27 ⽇通知) 

平成 20（2008）年の岩⼿・宮城内陸地震で使⽤した実績をもとに，道路災（路⾯災）はアスファルト
舗装⼯，河川災については盛⼟⼯を中⼼に，使⽤頻度の⾼い⼯種について総合単価の追加を要望し，6 種
20 規格で適⽤拡⼤された。 

管理者 金額 査定方法 件数

机上 1,525
実査 305

300万未満 机上 96
机上 2,878
実査 77

300万未満 机上 1,060
机上 4,403
実査 382

300万未満 机上 1,156

県
300万以上

市町村
300万以上

計
300万以上

保留 32
決定 84
保留 1
決定 23
保留 33
決定 107

保留・
決定の別

県 4億以上

市町村 4億以上

件数

計

管理者
決定・ 仮決
定金額
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表  総合単価の適⽤拡⼤効果 

 
 
8）１箇所⼯事の取扱い（復旧路線の集約） 

１箇所⼯事の取扱いについては，100m 以内の間隔で箇所をとらえると，１箇所が  となる場合，⼯
事の⼯期や規模を勘案して分割して各々の箇所を 1 箇所とみなすことが出来るよう簡素化された。 

また，事業の効率化を図るため，被災箇所のまとまり（エリア）を１箇所⼯事とみなすことも可能と
なった。これにより，沿岸部など住宅地の道路が全て被災している場合，⼀定のエリアの被災を１件と
して申請でき，⾮常に有効な取扱いとなった。 

 
図  １箇所⼯事のイメージ図 

 
 

管理者 金額帯 積算方法 件数

1000万以上 総合単価 7
1億未満 併用 659

積上 497
1,163

1000万以上 総合単価 5
1億未満 併用 1,086

積上 199
1,290

1000万以上 総合単価 12
1億未満 併用 1,745

積上 696
2,453

市町村

小計

計

合計

県

小計
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9）効果検証 
【評価できること，効果的だったこと】 
○総合単価や机上査定，現地決定額の適⽤拡⼤などの災害査定の簡素化は，甚⼤な被害に対する災害

復旧事業の迅速化や効率化に⼤きな効果があった。 
○被災箇所のまとまり（エリア）を１箇所⼯事とみなすことが可能となったことは，沿岸部など住宅

地の道路が全て被災している場合，⼀定のエリアの被災を１件として申請でき，⾮常に有効な取扱
いとなった。 

【課題，問題点】 
●実地査定の⽅がスムーズな査定が出来る箇所もあったが，5,000 万円未満は⼀律机上査定となり，効

率が図られないケースが⾒受けられた。 
 

（5）直轄代⾏事業 
1）直轄代⾏事業について 

平成 23（2011）年３⽉に県は，仙台湾沿岸南部海岸直轄代⾏の政府要望を⾏った。その結果，仙台湾
全体延 65.6ｋｍのうち，13.9km が平成 12（2000）年に直轄編⼊されていたが，沿岸部防潮堤の壊滅的
な被害を考慮して，17.8km を追加し，合計 31.7ｋｍが直轄区間として事業実施されることとなった。 

仙台湾南部海岸の復旧は，技術的，⼈員的に相当な困難が予想されたが，直轄代⾏により早期の復旧
が図られることとなった。   

  
図 4- 17 仙台湾南部海岸の権限代⾏（国⼟交通省東北地⽅整備局ホムページより） 
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２．災害査定期（ 次にわたる災害査定） 

（1）査定設計書の作成 
1）総合単価による積算システムの活⽤ 

総合単価の⼯種追加や適⽤範囲の拡⼤によって，道路災のうち路⾯災は，ほとんどの箇所で総合単価
での積算が可能となった。ただし，交通誘導員については，総合単価の追加を要望したが実現しなかった。 

総合単価における積算は，迅速化を図るため，エクセルによりシステム化し使⽤した。⼯種追加され
た総合単価を組み込み，さらに交通誘導員の積み上げを可能としたものである。 

 
2）⼤規模かつ多数合冊案件に対する積算システム等への対応 

被災箇所のまとまり（エリア）を１箇所⼯事とみなす簡素化措置への対応により，数⼗件の箇所を合
冊する必要が⽣じた。これに対応するため，積算システムの改良により本附帯機能を拡張（5 本→20
本）することと併せ，設計書のコピー機能を追加し，積算業務の円滑化を図った。 

震災以前の積算システムは，事務所内にサーバを置く⽅式（クライアントサーバ⽅式）であり，事務
所が被災すると積算システムを利⽤する事が出来ないという課題があった。平成 23（2011）年 9 ⽉から
機器更新と併せ運⽤⽅法を WEB ⽅式に変更し，サーバを本庁に⼀括集約することで，各事務所の被災状
況にかかわらず，庁内ネットワークに接続することができ，積算業務が可能となった。 

 
3）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○道路災（路⾯災），河川災については総合単価の拡⼤により災害査定の迅速化が図られた。 
○積算システムの改良や WEB 型式への変更は実務⾯で効果があった。 
 

（2）協議設計実施の申し⼊れ 
1）協議設計実施の申し⼊れ 平成 （ ）年 ⽉ ⽇通知他  

津波浸⽔区域については，⾏⽅不明者の捜索やがれき撤去作業，地盤沈下による常時冠⽔などによ
り，海岸保全施設・河川施設の地質調査や不可視部分の測量などができない状態であったことから，査
定実施後に施設の詳細な構造検討等を⾏いながら，また，複数の⼯種間での調整・検討，関係機関との
調整，さらには，まちづくり復興計画など総合的に調整・検討を計り，合理的な復旧計画とする必要が
あることから，協議設計の採⽤を協議した。 
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平成 23（2011）年９⽉７⽇には，協議設計とするための条件や留意点などを整理し，河川，海岸のみ
ならず，レベル１防潮堤に関係する道路・橋梁も調査・測量等が必要とされ協議設計となったことか
ら，対象箇所のすべてで，当該調査測量等について補助事業として測量試験費計上が可能となった。 

なお，協議設計とする理由は，次のとおりである。 
 

【査定⽅針の該当項⽬（査定⽅針 第 15（協議設計） 第１項 第３項】 
（⼀）決定⼯法が他の事業との関連において特に検討の必要のある場合の理由 

⼯種 協議設計とする理由 

海岸 
施設配置，構造決定に当たっては道路管理者，漁港管理者やまちづくり関係者と調

整が必要なため，詳細な設計ができない。 

河川 
隣接する漁港や横過する JR との整備計画を管理者と⼗分に調整しなければ，堤防

⾼さなどについて詳細検討ができない。 
道路 
橋梁 

河川堤防（防潮堤）の復旧に伴う嵩上げの構造が未確定な状況にあるため，道路の
詳細な設計を実施することができない。 

 
（⼆）地形，地盤等の状況からみて特に検討する必要のある場合の理由 

⼯種 協議設計とする理由 

海岸 
被災前の堤防法線が津波により流出し⽔中となっているため，詳細な深浅測量が必

要であり設計ができない。 
河川 海岸施設があり，施設管理者と⼗分な調整を⾏わなければ設計ができない。 
道路 
橋梁 

護岸背後に県道や住居があり，道路計画や⼟地利⽤計画との調整が必要になる。 

 
（三）⽤地費⼜は補償費が多額の場合 

⼯種 協議設計とする理由 

河川 
当該河川は，地盤沈下に伴う嵩上げのため現堤防背後の⽤地買収交渉が必要であ

り，形状・法線が確定できず，⼯法決定の詳細な検討ができない。 
 
2）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○調査測量設計等についても多額の費⽤がかかることから，協議設計が認められたことにより，測量

試験費が補助事業として計上が可能となったことは⾮常に有効であった。 
○協議設計による申請を⾏えたことにより，通常の査定申請のスタイルに纏めきれなかった多くの被

災箇所が，負担法による復旧事業にて採択されたことは⾮常に有効であった。 
【課題，問題点】 
●協議設計は，まちづくり計画などとの調整のため，実施保留解除まで⾮常に 期間を要することに

なった。  
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（3）レベル１ １ 津波に対応した河川堤防（バック堤）について 
1）レベル１ １ 津波に対応した河川堤防⾼決定の経緯等 

協議設計の採⽤により，レベル１（L１）津波に対応した復旧が可能となった。その採択要件について
は「事務取扱要綱第３・（２）・ト」及び「３・（２）・ホ」によるものである。 

 
表  レベル１津波に対応した協議設計の採択要件 

要綱 
第３・（２）・ト 
原形復旧不適当（被災激甚（⼀定災）） 

河川，海岸，砂防設備，地すべり防⽌施設，急傾斜地崩壊防⽌施設，道路，下⽔道⼜は公園が広範囲
にわたって被災し，その被災の程度が激甚であり，その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当
な場合において，当該災害を与えた洪⽔，⾼潮，波浪，地すべり，崩壊等を対象として被災後の状況に
即応する被災箇所を含む区間全体にわたる⼀定計画のもとに施⾏する必要最⼩限度の⼯事 

要綱 
第３・（２）・ホ 
原形復旧不適当（背後に集落地，主要交通幹線路等） 

河川，海岸若しくはこれらと効⽤を兼ねる道路若しくは橋梁，砂防設備，地すべり防⽌施設，急傾斜
地崩壊防⽌施設，下⽔道⼜は公園が被災し，その被災箇所の背後地に集落地，主要交通幹線路等がある
ため，その被災施設を原形に復旧することが著しく不適当な場合において，当該災害を与えた洪⽔，⾼
潮，波浪，地すべり，崩壊等を対象として施⾏する必要最⼩限度の⼯事 

 
2）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○原形復旧にとどまらないレベル１（L１）津波に対応した計画堤防⾼による申請が可能となった。 
 

（4）レベル１ １ 津波に対応した河川堤防（バック堤）に伴う橋梁の復旧申請⽅法について 
1）レベル１ １ 津波に対応した河川堤防⾼に伴う橋梁復旧申請の経緯等 

通常，新たな河川計画に伴う橋梁の架替費⽤については，原因者である河川管理者の負担が原則であ
り，橋梁が被災している部分は道路管理者に負担を求めることになる。 

東⽇本⼤震災では，沿岸部の広域的な地盤沈下により，既設橋梁が河川断⾯を阻害し，河川⼯作物と
して認められないために，橋梁架替えが必要となる事象が発⽣した。協議設計の対象となった河川災害
の中に橋梁が含まれる場合の考え⽅についても整理が必要であったことから，国⼟交通省防災課と協議
のうえ次のようにまとめた。 
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① 橋梁が全壊し，河川堤防の嵩上げ計画に合わせた復旧を⾏う場合 
 

表  ①申請⽅法 

申請 
道路の復旧⼯事として橋梁⼯事の申請を⾏う。 
全壊とは，上部が流出，下部から構築が必要な場合など。 

理由 
。 

 

 

 

図  ①イメージ図 
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② 橋梁は通⾏可能だが，沈下により河川断⾯を阻害している場合 
（河川管理上の許可ができない，または下部の嵩上げが構造的に不可能な場合） 

 

表  ②申請⽅法 

申請 
橋梁災害として橋梁⼯事の申請を⾏う。 
河川断⾯阻害とは，ＨＷＬ以下に橋桁が沈下している場合。 

理由 
橋梁が全 ）。 
河床の変動等のため被災施設を原形の橋桁⾼で復旧することが著しく不適当なことか

。 
 

 

図  ②イメージ図 

  

 

③ 橋梁の⾼欄，⽀承等が被災しているが，沈下は まで達していない場合 
 

表  ③申請⽅法 

申請 申請：橋梁災害として橋梁⼯事の申請を⾏う。 

理由 
橋梁の⼀部が被災し，復旧するにあたり，接続する⼀連の施設（堤防）の状況を勘案し
て，橋梁を原形に復旧することが著しく不適当な場合と判断。当該接続施設に合わせて

。 
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図  ③イメージ図 

 

④ 橋梁は通⾏可能で維持管理範囲内の被災しかなく，沈下も まで下がっていない場合 
 

表  ④申請⽅法 

申請 申請：河川堤防嵩上げの付帯⼯事として申請する。 
理由   

 

 
図  ④イメージ図 

 

2）効果検証 
【評価できること，効果的だったこと】 
○河川の付帯⼯事ではなく，橋梁災としてレベル１（L１）津波に対応した河川堤防の嵩上げ計画に合

わせた復旧として整理したことは有効であった。  
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（5）査定設計委託費補助の要望について 
1）委託費補助の要望経緯について 

委託費補助制度では１／２が国から補助されるが，東⽇本⼤震災では，広域かつ甚⼤な被害を受けた
ことから，災害査定設計書作成のための調査費等に要する費⽤は莫⼤なものとなることが想定され，県
財政への⼤きな負担が懸念された。また，調査費等が決定できないことにより，沿岸部においては，調
査に着⼿するタイミングが遅れた。その後，東⽇本⼤震災に関わる地⽅公共団体への特別の財政援助が
国会で決定され，県財政への負担が⼤幅に軽減されることとなった。 

 
2）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○通常，県単独費で対応する査定設計書作成のための調査測量設計の委託費が，全額補助として認め

られたことにより，県財政にとって⼤きな負担軽減となった。 
【課題，問題点】 
●委託費補助申請の準備から交付決定までの期間が短く，事務⼿続きが⾮常に煩雑となった。 
 

３．協議期間（災害査定後から事業実施まで） 

（1）⾦額保留（⽅針第 の２（⼀））の解除 
1）⾦額保留件数 

⾦額保留（仮決定）は，⽅針第 15 の２・１・（⼀）により，決定⾒込み⾦額が４億円以上となる場合
であるが，災害査定の簡素化（平成 23（2011）年 4 ⽉ 27 ⽇事務連絡）により決定⾒込み⾦額が 30 億円
以上に緩和され，保留件数 33 箇所のうち，河川 24 箇所，海岸４箇所，道路１箇所，橋梁２箇所，計 31
箇所が⾦額保留となった。 

 
2）⾦額保留解除の流れ 

⾦額保留解除の流れは，以下のとおりである。  

①県から国⼟交通省防災課へ「保留解除協議調書」を提出 
②国⼟交通省と財務省の協議 
③保留解除協議調書の修正・提出（決定額で調書を更正） 
④朱⼊れ（査定設計書表紙に解除年⽉⽇と決定額が朱書き） 

※ただし，協議設計箇所は実施保留解除（⽅針第 15 の１）の作業が残る。 
 

3）⾦額保留に係る協議期間 
保留解除は，実地査定が完了次第できる限り速やかに⾏うこととされている。県では，平成 24

（2012）年１⽉から協議開始し，同年 3 ⽉に全 33 箇所（⽅針 15 の２・１（⼆）による保留を含む）の
解除が完了した。  
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（2）協議設計箇所の実施保留解除（⽅針第 15 の１） 
1）協議設計⽅針別対象箇所について 

協議設計の⽅針別箇所数は，以下のとおりである。 
 

表 4- 22 協議設計の⽅針別箇所数 

事業 
主体 ⼯種 箇所数計 ⽅針第１５の１         （箇所） 

（⼀） （⼆） （三） （四） （五） 

県 

河川 42 42     
海岸 52 43 49    
道路 28 23 １   ５ 
橋梁 31 31 17    
計 153 139 67   ５ 

市 
町 
村 

河川 ２ ２     
道路 33 26 ２   ７ 
橋梁 46 42 ６   ４ 
計 81 70 ８   11 

合 計 234 209 75   16 
    ※各要綱別箇所数は，⼆以上の⽅針を採⽤している箇所があるため箇所数計は整合しない。 

 

  

【参考】公共⼟⽊施設災害復旧事業査定⽅針 

（協議設計） 
第 15（⼀）決定⼯法が他の事業との関連において特に検討する必要がある場合 
   （⼆）地形，地盤等の状況からみて特に検討する必要のある場合 
   （三）⽤地費⼜は補償費が多額の場合 
   （四）その他の場合で特にその設計を協議する必要があると認められる場合 
   （五）東北地⽅太平洋沖地震において津波により被災した沿岸部における道路，橋梁及び下⽔ 

道⼯事であって，復興計画との関係上，復旧⽅法を特に検討する必要がある場合 
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2）実施保留解除フロー 
実施保留解除の流れについては，以下のとおりである。 
協議設計の場合，国⼟交通省防災課への協議後，財務省への事前協議も必要となった。財務省への説

明は国⼟交通省防災課で⾏い，了解後に実施保留解除となった。解除にあたっては，総括災害査定官か
ら査定設計書へ朱⼊れが⾏われた。 

また，協議設計は，災害査定において採択されるため，実施保留解除後に設計変更の⼿続きを⾏い，
国⼟交通⼤⾂の同意後に⼯事着⼿した。 

 

 
図  協議設計の実施保留解除フロー 

  

①

　・法線比較検討

　・関連事業調整

　・構造諸元

② 　・用地

　・景観

　※協議設計となった理由が整理されていること。

　 　※主たる工種（測試も含む）は確定し、変更追加の見込みはないこと。

③

④ 作成資料①　財務説明用資料

作成資料②　防災課手持ち資料

⑤

・通常様式（変更協議申請書、変更設計書ほか）

※※実実施施保保留留解解除除日日とと同同日日付付けけでで提提出出

⑥ 　変更設計書　①　重要変更直前の単価にて、実施単価更正を行う。

　　　　〃　　　　②　実施内容に基づく変更を行う。

⑦

⑧

査定決定

大臣同意

関係書類の提出

協議様式への記述
（防災課ｺﾒﾝﾄ欄）

”解除”　＋　日付

実施保留解除

査定設計書への朱入れ

重要変更手続き

重要変更への同意
（協議申請書へのサイン）

　事務意見　”支障なし”、　技術意見　”支障なし”

　　　　　　”当該打ち合わせ内容に基づき実施保留を解除する。”

　　　　　　”設計変更を早急に行うこと。”

防災課協議成立

協議設計
（実施保留）

防災課協議

財務省協議

国決裁

重要変更

資料の作成

工工事事発発注注可可

OK

NG
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3）実施保留解除を円滑に進めるための取組 
協議設計の実施保留解除を円滑に進める必要があったことから，次のような取組を⾏った。 
①実施保留解除フローを作成するとともに，作成資料の定型化や簡素化に取組み，防災課と調整を⾏

った。 
②協議設計対象箇所 234 件について，進⾏管理表を作成し，進捗状況を認識してもらうと同時に早期

解除に向けた検討を⾏った。 
③解除にあたっては，関係機関との協議，詳細設計が完了している必要があるが，⼀部進⾏形の箇所

もあったことから，その際に⼿戻りが⽣じないよう，ステップ協議を実施した。 
ステップ協議とは，協議を最終の状態で実施するのではなく，「⽅針検討」，「法線･構造検討」，「構
造詳細等」の段階ごとにステップを踏んで協議を⾏い，確認を⾏いながら進めるものである。 
ステップ協議で使⽤した様式を，次⾴に⽰す。 

④保留解除前に調査設計は執⾏可能であったが，⼯事についても⼀部着⼯が必要であったため，防災
課と「協議設計箇所における部分⼯事着⼿協議」を⾏い，現地の復旧が早期にできるよう調整を⾏
った。 

その結果，234 箇所中 14 箇所で⼀部事前着⼿を実施した。 
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図  協議設計の実施保留解除におけるステップ協議様式 

  

事業主体 ○○市 担当
工種 道路 工事番号 1111 決定事業費 1,000,000 (千円)

施工位置
査定方針）

状況
調整中
調整中
調整中

1
2
3
4
5

■ 今回の協議ステップ
ステップ ①方針検討、②法線･構造検討、③景観検討、④構造詳細、⑤用地関係、⑥その他

(1)
(方向性等)

(2)
(方向性等)

(3)
(方向性等)

(4)
(方向性等)

(5)
(方向性等)

（防災課）

２路線を１路線に統廃合したい。

計画道路幅員は新たに計画される前後道路幅員に合わせてたW=６．５ｍとしたい。

（１）路線の統廃合について

■ （具体的な協議内容）
（事業主体）

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

■ 協議事項

国道との接続位置の確認 調整中

橋梁架設位置及び高さと橋脚の占用 調整中
河川堤防との施工区分について 調整中

①、②

■ 方針の検討　　 (確定/調整中)

橋台部分にかかる施工区分について
国道○号（国） 架橋位置及び接続部の形状について

関係事業名 　協　議　概　要　　　　※随時更新 最終協議日
○○○川（県） 橋梁の架設高、位置、橋脚の占用について

■ 関係する他事業の確認

協議設計箇所の解除に向けた協議　（第　１　回目）

協議年月日 H27.○.○○
（内仮工事）

河川・路線名 ○○○線外○路線 宮城県○○市○○○地内
協議設計理由

（対象） ○○○○線，○○○○線

（具体的理由）

・○○○川河川堤防計画との調整が必要であり、現時点で詳細検討が出来ない。

第15条第1項（1）

（２）道路幅員について

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

（３）道路法線について

　　　・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
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4）実施保留解除に係る協議状況について（回数と時系列） 
実施保留解除には，５年間という い期間を要することとなったが，その主な要因として，平成 24

（2012）年 25（2013）年度は委託業者への業務集中や調査機材の不⾜，平成 26（2014）年度以降は，
他事業との調整や，⽤地取得等に相当の時間を要したことなどである。下記に，年度ごとの解除件数や
国⼟交通省防災課との協議⽇数及び課題等を⽰す。 

 
表 4- 23 実施保留解除に係る協議状況 

 
5）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○実施保留解除において，相当の期間を要すると思われる箇所で，⼀部事前着⼿が可能となったこと

は，早期復旧において⾮常に効果があった。 
【課題，問題点】 
●実施保留解除は，過去の実務経験が無く，多くの職員がこの業務に係る時間や業務量，難易度等に

ついて知識がなかった。そのため，解除までのスケジュールを適切に計画することができず，解除
スケジュールの時点修正の度に乖離していく実情について説明が必要となった。 

●実施保留解除は詳細設計に基づいて解除されるのが原則であるが，早期復旧実現のため，設計熟度
の低い状況で解除した箇所は，早期着⼿できた反⾯，設計変更協議における変更理由や説明資料作
成に相当の労⼒と時間を要することになった。 

●早期現場着⼿のため，設計熟度の低い状況で実施保留解除を⾏った箇所は，関係機関等の最終調整
等により修正設計が必要となる場合があり，修正設計に要する費⽤は単費（⼯事雑費等）で対応す
ることとなった。 

●実施保留解除にあたっては，他事業との調整を図り解除しているが，市町事業，農⽔事業等との計
画策定進度に差が⽣じ，部分的に⼿戻りが⽣じる箇所があった。 

●国⼟交通省防災課との協議について，他県で⼤規模災害が発⽣した際に，協議時間を確保するに苦

解除箇所数 日数

H23年　3月11日 ・東北地方太平洋沖地震

H23年　5月10日 ・災害査定開始

H23年12月23日 ・災害査定完了（県事業）
H24年1月 ・金額保留解除開始

H24年3月 ・金額保留解除完了
H24年4月 ・実施保留解除開始 県 27%

市町 4%
H25年3月 計 19%

県 86%
市町 42%

H26年3月 計 71%
県 99%

市町 80%
H27年3月 計 92%

県 99%
市町 86%

H28年3月 計 95%
県 100%

市町 100%
H29年3月 ・実施保留解除完了 計 100%

課題等

県（127/148箇所）
市町（31/74箇所）
計：158/222箇所

県（146/148箇所）
市町（59/74箇所）
計：205/222箇所

進捗率

実施保留解除の進捗と
国土交通省防災課との協議日数年月日 協議内容

６
年
目

県 （40/148箇所）
市町（3/74箇所）
計：43/222箇所

約80日

約80日

約40日

12日

13日

県（147/148箇所）
市町（64/74箇所）
計：211/222箇所

県（148/148箇所）
市町（74/74箇所）
計：222/222箇所

２
年
目
３
年
目
４
年
目
５
年
目

１
年
目

・委託業者への業務集中による作業の遅れ
・地質調査におけるボーリング機材の不足

・他事業との調整による遅れ
・事業用地取得の遅れ（用地隘路等）
・地元合意形成

・協議設計解除協議の集中
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慮した時期があった。協議に当たっては，打合せに相当の時間を要することから，事前に協議件数
や⽇数等について国⼟交通省防災課と調整を⾏う必要がある。 

●査定申請額よりも実施保留解除額が⼤幅な増額になることが多く，平成 25（2013）年度に実施保留
解除の協議を中断し，宮城県全体の解除後における総事業費の⾒込み，増額要因の分析を⾏う必要
が⽣じ，その対応に時間を要した。 
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４．事業実施期（事業実施にあたって） 

（1）設計変更対応 
1）設計変更の簡素化について（平成 24（2012）年 4 ⽉ 17 ⽇通知） 

平成 23（2011）年は東⽇本⼤震災のほか，新潟・福島豪⾬，台⾵ 12 号，台⾵ 15 号による災害など，
全国規模で甚⼤な被害が発⽣し，この状況に鑑み，災害復旧事業の速やかな処理を図るため，軽微な変
更として扱われる増減の割合が「3 割以内かつ 5,000 万円以下のもの」まで拡⼤された。 

 
2）設計変更の主な要因について 

設計変更の簡素化措置が⾏われ，国⼟交通⼤⾂の同意が必要となる申請箇所数は⼤きく減少したもの
の，協議設計箇所は事業規模が⼤きく，ほとんどの箇所で設計変更の協議が必要となった。設計変更の
要因は，協議設計解除後の設計変更（第１回変更）のほか，物価上昇や地盤条件，他事業調整による設
計変更などである。 

① 物価上昇等 
建設資材や⼈件費の⾼騰及び復興係数等による増額である。 
復興係数とは，東⽇本⼤震災による⼯事量の増⼤に伴う資材やダンプトラック等の不⾜により，標準

積算基準と施⼯実態に⽇当たり作業量の乖離が⽣じたことから，共通仮設費，現場管理費に⼀定の割増
係数を乗じたものである。 

② 資材不⾜対策 
沿岸部の⼯事量の増⼤により，⽣コンの需要と供給に乖離が⽣じたため，河川・海岸堤防の被覆コン

クリートの⼆次製品化や⽣コン仮設プラントの設置に要した費⽤である。 
③ 堤防構造の変更 

河川・海岸堤防における粘り強い構造への変更による増額である。 
④ 地盤条件の変更 

実施保留解除のための詳細調査による変更である。 
⑤ その他 

他事業との計画調整による法線や位置の変更，詳細調査による数量や構造の変更によるものである。 
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図  事業費増額の主な要因別の割合 

 
3）設計変更協議件数 

設計変更協議の申出について，平成 28（2016）年 12 ⽉末時点，延べ 410 件の申出を⾏い，そのうち協
議設計箇所が 296 件であり，協議件数の約７割程度を占めている。 

平成 24（2012） 26（2014）年度は，協議設計の実施保留解除に伴う第１回設計変更が主であり，平
成 27（2015）年度以降は，現場条件の変更によるものが多い傾向にある。 

これまで，年間平均 80 件を超える変更協議の申出を⾏ってきた。 
 

4）効果検証 
【評価できること，効果的だったこと】 
○設計変更の簡素化で，国⼟交通⼤⾂の承認が必要な要件が３千万円から５千万円に拡⼤されたこと

により，元々事業費の⼤きい協議設計案件を除き，設計変更協議に係る業務の軽減につながった。 
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５．これまでの課題・将来の災害復旧事業に備えて 

災害復旧事業については，令和 2（2021）年度の事業完了を⽬指し，関係機関との情報共有を図りなが
ら，事業進捗を図ってきた。各現場は，⽤地の取得や，変更計画が策定されないこと等により，⼯事着⼿や
進捗が出来ない箇所があった。震災から当⾯の間は上記の解決に伴う全箇所の着⼿を⽬標としていた。この
ことについて「これまでの課題」と「将来の災害復旧事業に備えて」として，下記に記載した。 

 
１ これまでの課題 

下記にこれまでの課題として，「⽤地の取得」と「設計変更協議（重要変更）」についてまとめた。 
（１）⽤地の取得 

権原獲得が⼯事着⼿の条件となるため，⽤地の取得が⼯事着⼿への課題となる場合もある。担当職員
は⽤地取得のために地権者を探し，⽤地交渉を⾏うが，やむを得ず取得できない場合は，事業認定によ
り⽤地を取得することになる。事業認定を申請するまでには，整備局への相談から，公⽰，公聴会等，
各種の⼿続きが必要となる（資料１）。下記に，事業認定の⼿続きを着⼿した事例について記載した。 

 

１）地権者が特定できない場合 
施⼯予定地に共有地が含まれている場合等は，⼈数が多いほど地権者を追うことは困難となる。地権

者を特定するためには，他⾃治体等複数の機関への照会が必要となる。地権者が特定できない場合は，
事業認定により⽤地を取得することとなる。または地権者の死亡が確認された場合は，相続⼈からの承
認等が必要となるが，上記同様特定できない場合は，事業認定を⾏う場合もある。相続⼈が追えないこ
とから事業認定が必要となり，東北地⽅整備局への初回持ち込みから事業認定申請に⾄るまで，2 年以上
の時間を要した事例もある。 

 

２）地権者に反対される場合 
地権者と出会えた場合でも，滞りなく⽤地交渉が進むとは限らない。そもそも復旧事業に反対される

場合もあるが，復旧事業については賛成であるが，⾏政⼿続きの煩雑さや⽤地補償費⽤に納得できない
等の理由から⽤地を引き渡して頂けない場合がある。ある地権者は上記のように，少額の補償費と⾏政
⼿続きの煩雑さから⾏政不信に陥
り，職員が訪ねても⼀切無視され
るようになってしまった。特に事
業に反対しているわけではなかっ
たが，最後まで応じて貰うことは
出来ず，結果的に，事業認定を申
請し，収⽤裁決により権原を獲得
した。 

また，ある地権者は，家族が犠
牲となったため，そこで過ごした
⼟地を引き渡すことがためらわれ

 
図 ⼟地収⽤法の主な流れ 
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るとのことだった。⼀⽅，このような悲劇を繰り返さないためにも，復旧事業が必要であり，事業の実
施に理解が⽰されていた。県は⽤地交渉と事業認定の⼿続きを同時に進めていたが，最終的には収⽤裁
決までは⾄らず，任意交渉によち⽤地に協⼒をいただいた。最後まで地権者の気持ちに⽿を傾け続けた
担当職員の姿勢が⼀助となったのかもしれない。 

上記箇所を含む，事業認定の⼿続きに着⼿したものは，全 18 件あり，そのうち 13 件が事業認定申請
まで，8 件が収⽤裁決まで⾄った。 

 
（２）設計変更協議（重要変更） 

災害復旧事業でも，通常事業同様，当初計画から⼯事内容が変更となった場合は設計変更の⼿続きを
⾏うが，当初設計額に対する増減額が，国交省の定める条件を越える場合や，⼯法の変更があった場合
等は，国⼟交通省と設計変更協議（重要変更（以下「重変」）協議）を実施し，変更内容の承認を受けな
ければならない。変更が必要だと判断された場合は，担当職員は国⼟交通省と重変協議を⾏うが，何度
も協議を重ね，承諾されるまで相当の時間を要した。 

東⽇本⼤震災では，その規模の⼤きさのために災害査定⾃体は簡素化されていたが，事業進捗に従
い，様々な問題が発⽣し，多くの⼯事で重変が必要となった。下記に，東⽇本⼤震災で特有に⾒られた
変更内容についてまとめた。 
 

１）地盤沈下・沈下戻し 
東⽇本⼤震災の影響で，沿岸部を中⼼として地盤沈下が発⽣した。沈下の影響により，⼟⼯量の変

更や周辺施設との調整等が⽣じたほか，河川等では，増⽔時の⽔⾯上昇に伴う⽔頭圧の上昇により，
設計変更が必要となる事例も⽣じた。真野川では，地盤沈下の影響により，増⽔時の⽔深が増加し，
⽔頭圧と堤体内の動⽔勾配が急になったことが影響し，漏⽔が発⽣した。⽌⽔対策のため，ブロック
マットや鋼⽮板の設置を重変協議により追加した。 

また，築堤盛り⼟の完了後，沈下戻しによる地盤隆起が起こり，堤防天端が設計 T.P.を越える場合
がある。  海岸では，L1 津波対策として堤防天端⾼さを T.P.=4.3m で設計していたが，沈下戻しの
影響により，堤防天端がこの⾼さを 25.8ｃｍ上回ったことから（資料２），委託業務により設計図⾯を
修正したうえで，⼟⼯量やコンクリート量等を変更し，対応した。 

 

２）堤体の沈下収束 
築堤⼯事において，堤体は，盛⼟完了直後から⾃重により沈下するため，完成断⾯に対して余裕を

持って盛り⼟を⾏う（余盛り）。沈下が収束するまでの沈下量と沈下期間については，双曲線法によっ
て予想され，数週間で収まる場合もあれば，数年かかる場合もある。余盛り⼟を撤去する際は，撤去
の条件となる圧密⼟９０％を満たしていることを確認するが，条件を満たしていない場合，更に圧密
のために時間が必要となることから，放置期間が延 される。多くの場合，予想された期間内に沈下
収束するが，中には予想が当てはまらず，沈下量が⼤きく（⼩さく）なったり，圧密 90％を満たすま
で更に時間を要すると判断される場合がある。 
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上記の真野川では，当初想定した以上に沈下量が⼤きくなり，余盛り天端⾼さが，完成断⾯の天端⾼ 

さを下回ったことから，再度余盛りを⾏った。同じ様な事象が３回発⽣し，そのつど盛り⼟をし直し
た。 

ボーリング調査により軟弱地盤が原因であることが確認されたことから，国⼟交通省へ説明し，重変
を承諾された。 

また，上記の  海岸では，収束予想期間の 8 ヶ⽉を経過しても撤去基準となる圧密度 90%を満たさな
い観測点があり，沈下収束まで更に１年かかることが予想されたため，影響範囲の⼯事契約を解除し，収
束後に，残⼯事は次発注で実施することとし，割り増しとなった経費や仮設費⽤等について重変で認めら
れた。 

 

３）⾃然環境へ配慮したもの 
⾃然環境保護が叫ばれる昨今では，沿岸部等の⼯事を進捗するうえで，配慮が必要である。特に，沿

岸地域では，⼲潟や湿地などが存在し，独⾃の⽣態系を育んでいることから，各機関からの研究対象と
されていたり，地域住 から 切にされている場合がある。七北 川河 の災害復旧 事について，河
⼝左岸に広がる蒲⽣⼲潟では，独⾃の⽣態系から特別⿃獣保護区に指定されるなど，各機関から研究対
象とされており，また，地域住 からも 切にされていた。蒲  潟は，津波の影響により⼀度は消失
したものの，数ヶ⽉後には回復傾向が⾒られたため，⼲潟環境への影響を配慮した⼯事計画が必要とさ
れた。住 や専 家との協議を繰り返した結果， 潟保護の観点から，堤防法線が変更となった。ま
た，絶滅危惧種に指定されるコクガンの越冬 来期（１２  ３ ）に両岸の同時施 を わないこと

図  

 
図 真野川余盛りの履歴 
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や，⼯事の影響を図るための環境調査を実施すること等の条件のもと，ようやく着⼿に⾄った。（しかし
着⼿直後，⼤量の環境汚染物質が埋設されていたことが発覚し，本格的な着⼿は更に遅れることとなっ
た。）同様の例は他にも多数存在する。 

北貞⼭運河の災害復旧⼯事では，堤防が被災したことにより，背後地の東⾕地湿地帯へ海⽔が流⼊
し，新たな⽣態系が形成された。環境調査では数多くの重要種が発⾒され，各機関から研究対象とされ
ていた。専 家や地域住 と協議を繰り返した結果，環境保全の観点から，堤防の設置により 循環が
遮断されないよう，堤防を横断するカルバートを設置するなどの対策が取られた。 

 

４）調整結果によるもの 
被災地は，道路施設や河川施

設等県⼟⽊部所管の施設のほ
か，住宅地や農地など，様々な
機関での復旧⼯事が錯綜してお
り，関係機関との調整が必要で
ある。基本的には，種々の条件
を査定前に調整済とするが，査
定時に調整がつかない場合等は，査定後に解決し「保留解除」を⾏い，施⼯可能となる。保留解除の後
でも，他機関の計画変更により，県の計画を変更せざるを得ない場合が多々⽣じた。五間堀川では，堤

東⾕地の状況 

 
図 七北⽥川の計画変更 

 
図 蒲⽣⼲潟に⾶来するコクガン 
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防の背後地を残⼟の仮置き場として⾒込んでいたが，岩沼市の道路計画が延伸したことに伴い，仮置き
場⽤地が道路⽤地となってしまったことから，運搬所の変更が余儀なくされた。 

 

５）狭隘箇所の施⼯ 
公共⼟⽊施設における，東⽇本⼤震災の被害は沿岸部の被害が中⼼であったが，都市河川のような⼈

⼝密集地でも災害復旧⼯事が実施された。都市河川の災害復旧⼯事は，住宅地や⾼架橋等様々な施設が
近接することから，施⼯⽅法が限定される場合がある。図上では施⼯可能と判断されても，現地に⾏っ
てみると，施⼯ヤードや進⼊路が狭隘であるため安全性の確保が難しい等，施⼯者の⽬線から⾒ると施
⼯が不可能と判断される等の理由から，⼯事不調が続く場合がある。⾼野川（仙台市）の災害復旧事業
では，市道橋，東北新幹線，東北本線の 3 つの⾼架橋の下を流れる河川護岸の復旧について査定決定を
受けていたが，⾼架橋と護岸天端間の空間が狭く，重機を搬⼊しての現地作業が難しかったことから，
⼯事不調が相次いだ。建設コンサルや，JR 等関係機関とも協議を繰り返し，復旧⼯法の検討を続けた結
果，最終的にすべて⼈⼒で⾏う⼯法となった。これにより，数年にわたる国⼟交通省との協議も承諾さ
れ，令和元年度末，東⽇本⼤震災から 8 年以上経過し，地震災最後の⼯事が着⼿された。 

また，都市河川は掘り込み河道となっている場合が多く，河川護岸の直上に家屋や道路が近接してい
る場合が多々ある。背後地に余裕がある場合は，ブロックの撤去に伴う法⾯の崩落等はあまり気にしな
いが，都市河川については⼤きな事故に直結するために，充分対策したうえでの⼯事進捗が必要であ
る。仙台川の災害復旧⼯事では，護岸天端の直上に市道が⾛っていたために，護岸ブロックの撤去に伴
い法⾯崩落が懸念された。事前の設計では，近傍の⼟質調査結果により，安定勾配による施⼯が可能で
あることが⽰されていたが，ブロックを取り壊した結果，地⼭の崩落が起り，背後の市道の崩落が懸念
されたため，対策なしでの⼯事進捗は不可能であると判断された。再度，当施⼯箇所でのボーリング調
査を実施し，当初想定していた法⾯勾配での施⼯が不可能である地質であることが確認された。安全確
保のため簡易アンカーでの仮⽌めを重変で申請し，承諾された。 

 

６）物価上昇によるもの 
東⽇本⼤震災後，公共⼟⽊施設の⼯事が増加したことなどから，⼈件費や物価が⾼騰した。着⼿が遅

れた箇所などは，その上昇だけでも重変の対象となった。 
 

 
図 ⾼野川状況 

 
図 五間堀川背後地の状況 

東北新幹線 

市道橋 東北本線
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７）その他 
上記に挙げた以外にも重変内容は多岐にわたり，復旧⼯事全体の合計では，令和 3（2021）年１⽉末時

点で 757 箇所，約 1,200 回の重変を⾏った。 
 

 
３ 将来の災害復旧に備えて 

東⽇本⼤震災から 10 年で構築した知⾒等を，今後の備えとして，下記のとおりまとめた。 
 

（１）各種記録誌について 
県⼟⽊部ではこの 10 年間で，東⽇本⼤震災からの復旧・復興事業を通じ，さまざまな経験をした。前

段では主に⽤地取得と重変についてを取り上げたが，詳細については，各所属において膨⼤なデータが
ストックされている。 

県では，今後の⼤規模災害の復旧事業の際に，それらの蓄積を参考資料とすることができるが，宮城
県以外の⾏政機関においても参考とできるように段階的に記録誌としてもまとめている。10 年間の復
旧・復興事業を通じて経験した様々な事例等を時系列的に取りまとめた活動記録を震災後，毎年発刊し
ているほか，平成 29 年には東⽇本⼤震災の災害復旧に関する「検証報告書」を発刊し，具体的な事例と
ともに成果や課題の考察を⾏った。 

上記以外でも各分野で東⽇本⼤震災に関係する記録誌を作成している。いずれも主にそのときどう考
え，何を実⾏してきたのかをまとめたものであり，今後の参考となるように作成しているものである。 

このようにしっかり記録し，伝えていくことが被災県としての責務である。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
図 物価上昇について（ と の⽐較） 

名名称称 単単位位
査査定定時時

（（ H23年年3月月））
発発注注時時

（（ H29年年7月月））
増増加加額額 増増加加率率

労務費

普通作業員 人 11,100円 17,600円 6,500 63%

特殊作業員 人 14,500円 22,700円 8,200 64%

土木一般世話役 人 17,700円 24,500円 6,800 72%

主要資材

盛土材 m3 1,500円 2,300円 800 65%

生コン（18‐8‐40B） m3 11,300円 13,450円 2,150 84%
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（２）協定 
⼤規模災害への初動対応については，応急対応や資材の提供等，各機関からの協⼒が必要である。震

災当初はその規模に⾒合っただけの対応が出来る体制が整っておらず，⼿探りの状態で初動対応に当た
った。 

同規模の災害が発⽣した際に，迅速かつ円滑に対応するために，平成 23（2011）年以降新たにいくつ
もの協定を締結し，体制を整えた。 

 

（３）ＣＭ業務 
災害査定が完了すれば，復旧⼯事の発注をし，進捗管理を⾏うこととなるが，数千件規模の査定決定

を受ければ，事務作業量もそれに⾒合うものとなるため，職員だけでは対応しきれない場合がある。 
東⽇本⼤震災については，事務作業量が膨⼤に膨れあがり，深刻なマンパワー不⾜に陥った。発注設

計書の作成等，⼀部の事務作業については，発注者⽀援業務に委託していたが，設計変更や他機関との
協議等については業務担当外であるなど，担当できる業務が限定的となる場合があったため，この状況
を改善するため，発注者⽀援業務の担当範囲の拡充を図ることで，職員の負担軽減に繋げた。 
  

 
図 4-34  ⼟⽊部における主な災害協定⼀覧（網掛け部分は H23 年以前の締結） 

No. 最終締結⽇及び
起案課（室） 連絡責任者 協定名称 No. 最終締結⽇及び

起案課（室） 連絡責任者 協定名称

1 平成31年4⽉1⽇
住宅課

住宅課
企画調査班 災害時    応急仮設住宅 建設 関  協定書 11 平成24年11⽉16⽇

事業管理課
事業管理課
⼯事管理班 地理空間情報 活⽤促進    協⼒ 関  協定書

2 平成31年3⽉25⽇
防災砂防課

防災砂防課
防災企画班 東北地⽅    災害等 相互応援 関  協定 12 平成24年12⽉19⽇

防災砂防課

設備課
機械設備班
（協定第11条）

⼤規模災害時における応急対策業務の応援に関する協定書

3 平成22年9⽉8⽇
防災砂防課

防災砂防課
防災企画班
（協定第11条）

⼤規模災害時における応急対策業務の応援に関する協定書 13 平成25年4⽉18⽇
防災砂防課

道路課
橋梁整備班
（協定第11条）

⼤規模災害時における橋りょうの応急対策業務の応援に関する協定書

4 平成17年7⽉6⽇
防災砂防課

防災砂防課
防災企画班
（協定第5条）

災害時    被害状況調査 係 応援協⼒ 関  協定書 14 平成25年4⽉18⽇
防災砂防課

道路課
橋梁整備班
（協定第11条）

⼤規模災害時における橋りょうの応急対策業務の応援に関する協定書

5 平成19年2⽉19⽇
防災砂防課

防災砂防課
防災企画班 災害時における応急対策業務に関する協定 15 平成27年7⽉29⽇

防災砂防課
防災砂防課
防災企画班 災害時    調査及 防災 連携 協⼒ 関  協定書

6 平成19年7⽉4⽇
防災砂防課

防災砂防課
防災企画班
（実施要領第1条）

⼤規模災害時    被害状況調査 応急措置 係 応援協⼒ 関  協定書 16 平成27年10⽉27⽇
防災砂防課

住宅課
企画調査班 災害時    住宅 早期復興 向  協⼒ 関  協定書

7 平成21年5⽉13⽇
防災砂防課

防災砂防課
防災企画班
（協定第6条）

災害時    被害状況調査 係 応援協⼒ 関  協定書 17 平成28年2⽉29⽇
港湾課

港湾課
企画調査班 港湾関係での災害発⽣時における応急対策業務に関する包括的協定書

8 平成22年10⽉28⽇
防災砂防課

防災砂防課
防災企画班
（協定第6条）

災害時    被害状況調査 係 応援協⼒ 関  協定書 18 平成28年7⽉28⽇
防災砂防課

防災砂防課
防災企画班
（協定第9条）

⼤規模災害時    被災箇所 復旧 係 助⾔ 関  協定書

9 平成22年11⽉11⽇
都市計画課

都市計画課
公園緑地班 災害時    応援協⼒ 関  協定書 19 令和元年8⽉9⽇

防災砂防課
防災砂防課
防災企画班 ⼤規模災害時における建設発⽣⼟の受⼊に係る情報提供等に関する協定書

10 平成24年10⽉23⽇
防災砂防課

建築宅地課
企画調査班 災害時    被災住宅 応急修理 関  協定書 20 令和2年9⽉30⽇

住宅課
住宅課
企画調査班 災害時    応急仮設住宅 建設 関  協定書

令和2年10⽉1⽇現在⼟⽊部における主な防災協定⼀覧
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第２項 港湾災害復旧事業 

１．調査期（災害発⽣から災害査定申請まで） 

（1）査定基本⽅針の作成について 
港湾事業を管轄する県地⽅機関が３箇所あるが，津波の被災を受け，図⾯及び施設台帳等の関係書類が

ほとんどすべて流失し，また，被災施設への応急対応に追われ，災害復旧事業に対する本格的な取組は，
平成 23（2011）年 4 ⽉ 12 ⽇「国交省港湾局海岸防災課と県港湾課の打合せ」において「査定基本⽅針」
と「県からの要望事項」を説明している。 

 
1）主な⽅針内容 

・応急⼯事は，管理者責任において実施すること 
・国交省への「事前打合せ」も当⾯凍結すること 
・査定申請は，原形復旧を基本とするが，仙台塩釜港（漁港区），地⽅港湾（気仙沼，⼥川港（⽯浜地

区を除く））については，捜索活動が続⾏中で現地の実測が困難なことから，申請に当たっては⼤幅
な簡略化を図ること 

・復旧⾼さについては，利⽤状況，背後地盤との関係を加味して決定すること 
 

2）県の要望事項 
・標準断 ×延 を標準的な申請とすること 
・災害箇所が 100m を越えても同⼀の施設は⼀箇所とすること 
・応急⼯事の報告を簡略化すること 
・机上査定の資料を簡略化すること 
などを要望した。 

平成 23 年 5 ⽉ 18 ⽇ 「宮城県港湾施設災害復旧検討⽅針」を決定，事務所向け説明会を実施した。 
平成 23 年６⽉ 17 ⽇ 国交省による被災３県に対する「東⽇本⼤震災に係る港湾関係災害復旧事業実
務担当者会議」により国としての⽅針が⽰された。 

 
3）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○査定の前に，災害査定官に被災３県に対して説明会を開催していただき，意⾒交換と質疑を⾏い現

状と実態を把握してもらったこと。 
【課題，問題点】 
○現地が捜索中であったり，台帳そのものが流失していたりして，査定準備にとりかかれない状況が

続いていた。現地状況をいかに査定官に理解していただくかと，思い切った簡素化の提案が必要で
ある。 
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（2）査定計画の⽴案について 
平成 23（2011）年 4 ⽉ 12 ⽇ 「国交省港湾局海岸防災課と県港湾課の打合せ」の際に県としての状況

と査定⽇程の希望を説明している。 
・査定は平成 23（2011）年 7 ⽉からとし第１次 ６次を想定 
・現地調査の⽬途がたっていない箇所もある状況 
・査定⽇程は，平成 23（2011）年７⽉７⽇（１次） 同年 11 ⽉ 18 ⽇（11 次）と決定 
 

（3）査定簡素化の申し⼊れについて 
1）県の要望事項(平成 23（2011）年４⽉ 12 ⽇) 

・標準断 ×延 を標準的な申請とすること 
・災害箇所が 100m を越えても同⼀の施設は⼀箇所とすること 
・応急⼯事の報告を簡略化すること 
・机上査定の資料を簡略化すること 
 

2）国交省（港湾局）の簡素化の⽅針(平成 23（2011）年４⽉ 27 ⽇) 
上記の県要望事項１）に対して，国交省から以下の簡素化が⽰され，査定準備作業の低減が図られ
た。 
・机上査定の申請額を 300 万円未満→5,000 万円未満へ引上げる 
・被災施設の調査測量が困難な場合は，⽬視・状況写真・航空写真等により，被災状況・地形地盤等

を推定して復旧⼯法を検討し，査定設計書を作成できる 
・異常な天然現象を証明する資料は.，国で⽰す 
・⼀箇所と⾒なす⼯事の拡⼤運⽤ 
 

 
（4）関係機関との協議 

1）特別名勝松島の指定地域に係る箇所についての復旧 
・指定地域のランクによって現状変更する際は，最終協議先（特別保護地区は⽂化庁）が決まってい

る。(「特別名勝松島保存管理計画」平成 22（2010）年 3 ⽉宮城県教育委員会) 
・復旧のための調査（⼟質ﾎﾞｰﾘﾝｸﾞ等）においては，「軽微な現状変更」として処理できるよう要請

し，了解された。 
・防潮堤以外の港湾施設（物揚場，岸壁，防波堤等）は，ほぼ原形復旧が⼤部分であり，特に従来か

らの景観に変化は⾒られないことから，景観配慮対策として特に対応しないこととし，了解され
た。 

 
2）海岸保全施設（防潮堤）の⾼さについて 

・平成 23（2011）年 9 ⽉ 20 ⽇付け港湾局海岸・防災課通知により，「原形復旧」が基本であるが，「甚
⼤な被害」「背後地の状況」を踏まえ，⼀定計画の⾼さ（レベル１(L1 津波）までの嵩上げを認めら
れた。 
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２．災害査定期（ 次にわたる災害査定） 

（1）査定設計書の作成について 
査定⽇程は，下記により実施した。 

表  年災害査定結果 

 
※公園施設等においては，港湾環境施設として災害港湾関連環境整備施設災害復旧事業として区別している。 

 
 

・海岸堤防の災害復旧の考え⽅については，国⼟交通省港湾局より以下が⽰され，これに基づき査定に
望んだ(平成 23（2011）年９⽉ 20 ⽇ 港湾局海岸防災課事務連絡)。 
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表 4- 25 海岸堤防の災害復旧の考え⽅（国⼟交通省港湾局所管海岸） 

 

・査定時単価については，基本的に災害査定⽤設計単価（災害査定⽤積算参考資料）として定められて
いるものを使⽤するが，⽔⾨・陸閘については別に積上げなければならず，港湾課において独⾃に単
価を設定し，港湾局の承認を得て採⽤した。 

・海岸堤防（防潮堤）の復旧⽅針が港湾局海岸防災課との調整が整い(平成 23（2011）年 10 ⽉６⽇通
知)，以下の⽅針に基づき査定を受けることとなった。 
①⾼さ：レベル１津波対応の⾼さにより査定申請を⾏う 
②設計波⼒：静⽔圧により設計する 
③申請数量：堤体部 標準断 ×延 により算出 

         附帯部 陸閘部 扉体 積＝延 × さにより算出 
 

→査定設計単価や申請数量の簡素化は査定までのスピードアップにつながった。 
 

（2）協議設計実施の申し⼊れについて 
・本来，防潮堤等の詳細設計未了の案件は，査定時に協議設計（実施保留）案件となるべきものである

が，箇所が膨⼤であり，協議設計⼿続きに相当の時間を要し，復旧にかなりの遅れを⽣じることが予
想されたため，港湾局所管の案件については，下記のとおりとして事業を進めることとした。 

・協議設計（実施保留）となるべき案件であっても，査定決定後の重要変更案件として処理することで
復旧⼯事発注を優先して⾏うことができるため，標準断⾯での発注を⾏い，早期の復旧⼯事に着⼿し
たものである。 

 
→査定決定後の重要変更案件として処理してもらえるようになったことにより，査定までのスピード

アップが図られた。 
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３．協議期間（災害査定後から事業実施まで） 

（1）防潮堤の断⾯変更協議について 
1）保留⼯事について 

東⽇本⼤震災と⾔う激甚な災害に対応措置としてなされた災害査定の簡素化については，前述したと
おりである。東⽇本⼤震災の保留⼯事の要件は，1 件に 20 億円以上との⽅針が通達された。 

 
2）港湾災害査定の⽅針について 

①  
② 早期の査定完了の⽬標として，平成 （ ）年中の査定を完了する。 
③ 保留⼯事にならないように査定額が 億円以上となる⼯事は，⼯区を分割し査定を受検する。 

 
3）防潮堤の断⾯変更協議の経緯等について 

以上の災害査定の⽅針を踏まえ，防潮堤については断⾯が未確定扱いとし，保留⼯事として査定後
に，国⼟交通省と財務省間で協議の上，復旧断⾯と⾦額を決定することとなった。 

 
4）断⾯変更協議内容について 

① 査定後に地区ごとの特性からレベル の復旧⾼さについて再検討したことによる変更。 
② 施設背後の利⽤状況の変化により，復旧⾼さをレベル から原形復旧としたことによる変更。 
③ 復旧⾼さの変更に伴い，基本構造を既存施設の撤去・新設から，既存施設の嵩上げへ変更。 
④ 詳細なボーリング調査の結果に基づき，  

 
5）断⾯変更協議では対応しない変更内容について 

① 振動や騒⾳の規制にともなう，鋼管杭の打設⼯法の変更 
② 現地地形へのすり付けに伴う， の変更 
③ ⽀障物件の移設費の変更 

 
などの内容は重変協議等で対応するべきと指導を受けた。 
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図  断⾯変更協議⽤説明資料 

 
6）効果検証 

【評価できること，効果的だったこと】 
○災害査定の早期完了のため，様々な査定の簡素化の結果から，詳細な検討が未了の査定が数多くあ

る。これらを保留⼯事として取扱うことにより，時間をかけて詳細な検討をすることができた。 
【課題，問題点】 
●複数のコンサルタントに詳細設計業務の委託を実施したために，各防潮堤の設計の考え⽅や，資料

の作り⽅に差異がでることがあった。 
 
 

  

523− 523 −



 

 

第４章  早期復旧と復興の加速化に向けた取組 

４．事業実施期（事業実施にあたって） 

（1）設計変更対応について 
1）⼿続きについて 

港湾局海岸・防災課と調整した結果，次のとおり簡素化が図られた。 

 
図  平成 年 ⽉  

 
⼯事の実施にあたっては，ほとんどの発注案件について標準断⾯による発注⽅式を採⽤し，測量設計

と⼯事発注を同時並⾏で進めたため，発注断⾯からの⼤幅な変更が発⽣した案件も多かった。 
港湾関係災害事務必携においては，「⼯事施⼯中に⼤⾂の同意を得なければならない変更（重要な変

更）が⽣じた場合には，⼯事を⼀時中⽌し，設計変更の同意を得た上で実施しなければならない」とな
っていたことから，まず，事前協議として港湾局海岸・防災課に協議に伺い，資料整理をした上で設計
変更協議書を提出という流れをとった。 

提出までに２ ３回港湾局への説明が必要であり，案件数も多いことから時間を要した。 
その後，東北財務局へも同様の説明及び資料提出の必要があり，こちらについても同意を得られるま

で追加資料などが求められた。  
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2）建設資材の不⾜に関わる設計変更について 
港湾⼯事において，主要となる⽯材やコンクリートについては，⼊⼿困難な状況が続いたことから，

設計変更が認められた。 
・県外産 材の利 （北海道， 森，福島，三重，静岡など） 
・ミキサー船の活⽤及びコンクリート打設に県外産砂の利⽤ 
・仮設プラントの活⽤ 
・コンクリート⼆次製品の活⽤など 
 

3）効果検証 
【評価できること，効果的だったこと】 
○災害復旧事業においても，建設資材の不⾜が理解され，⼆次製品の活⽤や県外産⽯材の使⽤，コン

クリートの打設⽅法の変更が認められた。 
【課題，問題点】 
●現場の進捗状況と設計変更の⼿続きが同時進⾏となり，協議中は，⼯事を⼀時休⽌としなければな

らず， 期にわたり現場を めることになるので苦労した。 
●⼤⾂協議が必要な設計変更の要件の変更額が 3 割以上，2,000 万円以上であり，当初査定を標準断⾯

で申請していることから，変更協議案件は多くなった。⼤災害の場合，規模も⼤きく少しの変更で
⾦額が増減してしまうので，条件の緩和措置があれば事務⼿続きが軽減されることになる。 
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５．港湾における津波対策の整備事例 

１）粘り強い構造事例 
 ●仙台塩釜港湾（⽯巻港区） 東浜地区  

事業名   ：災害復旧事業 
概 要   ： L=1,540m  T.P.＝7.20m  
完成時期  ：令和 3（2021）年 3 ⽉完成 
主な対策内容：天端保護⼯，法⾯被覆，鋼管⽮板 

 
●荻浜港 ⼩積地区 

事業名   ：災害復旧事業 
概 要   ：L=472m T.P.＝6.00m 
完成時期  ：令和 3（2021）年 6 ⽉完成 
主な対策内容：⽌⽔⽮板，鋼管杭，基礎⼯，舗装⼯ 

 
 
 
 
 

 

図 標準断⾯図 図 写真 

図 写真 図 標準断⾯図 
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●荻浜港 有⽥浜地区  

事業名   ：社会資本整備総合交付⾦（⾼潮対策事業） 
概 要   ：L=172m T.P.＝6.00 
完成時期  ：令和 3（2021）年 6 ⽉完成 

 主な対策内容：⽌⽔⽮板，鋼管杭，基礎⼯，舗装⼯，被覆ブロック 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図 4-41 標準断⾯図 図 4-42 写真 
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２）⽔⾨・陸閘⾃動閉鎖システム 
 ○⼯事 

  ⼯事番号：平成 30 年度県債震復社整防 12-9-002 号 
  ⼯事名 ：陸閘⽔⾨遠隔監視制御設備設置⼯事 
  ⼯ 期 ：平成 30（2018）年 6 ⽉ 20   令和 2（2020）年 8 ⽉ 31 ⽇  
 
  ⼯事番号：平成 30 年度県債震復社整防 12-9-003 号 
  ⼯事名 ：陸閘⽔⾨遠隔監視制御設備設置（その２）⼯事 
  ⼯ 期 ：平成 30（2018）年 11 ⽉ 28   令和 3（2021）年 12 ⽉ 28 ⽇ 

  
○運⽤について 
  陸閘・⽔⾨の運⽤に関しては，整備が完了した施設から順次運⽤を開始しており，令和 2 年度に 9 地

区 12 エリア 33 基運⽤し，令和 3 年度に残りの 11 地区 17 エリア 62 基運⽤する。 
    

図 ⽔⾨陸閘⾃動閉鎖システム 操作訓練状況（令和 （ ）年 ⽉ ⽇実施） 
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６．これまでの課題，将来の災害に備えて 

 １）災害復旧事業及び復興事業の進捗について（令和 2（2020）年度末時点） 
県港湾課での東⽇本⼤震災に関する災害復旧⼯事は，280 箇所の内 265 箇所が完成した。また，港湾海

岸としては，37 地区中 26 地区が完成した。 
 

 ２）これまでの課題 
 残りの⼯事については，漁業利⽤者や港湾運送事業者，荷主等の関係者と調整が難航していることが多
く，これまで以上に情報共有，進捗を確認する必要がある。 

 
３）将来の災害に備えて 

東⽇本⼤震災後の復旧・復興⼯事によって今回更新された施設もある⼀⽅，既設施設を活⽤した復旧⼯
事も多く， 度経済成 期に集中的に整備した施設の 朽化に伴う機能低下が懸念されている。 

このことから，個別施設の維持管理計画書を作成し，随時補修等を実施し維持管理をしていく必要があ
る。 
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第３項 下⽔道災害復旧事業 
ここでは，下⽔道災害復旧事業の概要について⽰す。詳細については，県公営事業課 HP「甦れみやぎの

下 道 東 本 震災からの復旧の記録 」を参照されたい。（http://www.pref.miyagi.jp/site/ej-
earthquake/75-23-3-11jisin-yomigaere.html） 

 

１．災害査定期（ 次にわたる災害査定） 

（1）概要 
下⽔道の災害査定は，平成 23 年６⽉ 13 ⽇から災害査定を開始した。 
全 13 次査定までの地震災の総計として県が 121 件，市町村が 491 件，計 612 件の査定を⾏った。うち

協議設計箇所が 126 件となった。 
表  決定件数及び⾦額総計表 

                                      単位：千円 

 
  

（2）査定の簡素化について 
東⽇本⼤震災による被害が甚⼤であったことから調査期間の短縮を図るため，国⼟交通省から下⽔道施

設被災状況調査の簡素化が⽰された。管渠については，⽬視による路⾯状況，マンホールの滞⽔状況及び
測量による管渠の逆勾配⼜はたわみ等から，⼊れ替える必要が明確に判断できる場合は，TV カメラ調査
を簡素化できることが可能となった。機械設備については，電気部品⼜は電気設備が津波により⽔没した
場合は，調査を簡素化できることになった。 

 
（3）申請単位について 

災害復旧事業の災害査定等については，「公共⼟⽊施設災害復旧事業費国庫負担法事務取扱要綱申請」
及び「公共⼟⽊施設（下⽔道・公園）災害復旧事業査定⽅針」により⾏っているところであるが，１箇所
の考え⽅が処理区の吐⼝単位から処理分区，幹線管渠を基本として分割が可能となった。終末処理場・ポ
ンプ場においては，主要な施設または対象⼯種（⼟⽊，建築，機械，電気)ごとに内容を勘案し，⼀箇所
とすることができた。 
 

（4）段階的復旧について 
被災した下⽔道施設について，適切な応急復旧を⾏い，再度災害を防⽌する本復旧を⾏うために，「下

⽔道施設の復旧にあたっての技術的緊急提⾔」がとりまとめられ，その後，応急復旧で段階的に処理レベ
ルを向上させるにあたっての基本的考え⽅が，２次提⾔「段階的応急復旧のあり⽅」としてとりまとめら
れた。仮処理施設⼯事は，本復旧までに時間を要する場合においては，段階的に処理レベルを向上させる
ための⼯事を含むものである。  

件数 金額 件数 金額 件数 金額
通常 121 40,205,781 365 32,248,815 486 72,454,596

協議設計 0 0 126 149,155,699 126 149,155,699
合計 121 40,205,781 491 181,404,514 612 221,610,295

(仙台市除く）

総計県 市町村
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（5）改良復旧について 
下⽔道の排除及び処理に⽀障が⽣じないよう，地盤の改良，可撓継ぎ⼿の設置を講じた。 
地下⽔位が常時あるいは⼀時的に⾼くなることが予想される場合には，埋め戻し部の液状化対策を⾏っ

た。埋め戻し⼟の締め固め，砕⽯による埋め戻し，埋め戻し⼟の固化処理を⾏った。ポンプ室，電気室，
監視制御室など重要な施設は，扉の⽔密化，施設の配置，据え付け⾼さを決定し，現⾏基準等による現形復旧
を⾏った。 
 

（6）限度額について 
机上査定の適⽤については，⼀箇所⼯事の国庫負担申請額を 5,000 万円未満から 3 億円未満に引き上げ

られた。さらに，保留となる決定⾒込み⾦額が 4 億円から 30 億円に引き上げられた。また，協議設計の
対象となるものに，復興計画と関係がある場合が追加された。これにより，平成 23（2011）年 12 ⽉ 22 ⽇
に査定を完了することができた。 

 

図 4-44 第 3 次査定（左）と第 4 次査定（右） 

 

２．協議期間（災害査定事前協議から事業実施まで） 

（1）段階的⽔質改善 
下⽔道施設の復旧にあたっての技術的緊急提⾔（平成 23（2011）年 4 ⽉ 15 ⽇・下⽔道地震・津波対策

技術検討委員会）に基づく，―下⽔道施設の復旧⽅法の事例―並びに段階的応急復旧のあり⽅（平成 23
（2011）年 5 ⽉ 24 ⽇）を参考に，県内の津波被災した処理場（仙塩浄化センター，県南浄化センター，
⽯巻東部浄化センター）について，段階的改善計画を策定した。 

これらの計画は，国⼟交通省下⽔道事業課への事前説明を経て，最終的には，財務省への説明資料とな
り，以降実施された災害査定の基本的事項として取扱われることになった。 

以下に，仙塩浄化センターの例を⽰す。  
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第４章  早期復旧と復興の加速化に向けた取組 

 
図 ステップ１：概算費⽤ 百万円 

 

 
図  ステップ２：概算費⽤ 百万円（左）とステップ３：概算費⽤ 百万円（右） 

 

 
図  ステップ４：概算費⽤ 百万円 
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（2）  
1）災害査定時の基本的な対応 

現⾏基準等による原形復旧とする。（耐⽔化） 
 
2）現⾏基準等の確認 （耐⽔化） 

① 対象基準等：下⽔道施設計画・設計指針と解説 
第３章ポンプ場施設 §3.1.2 位置及び安全対策，環境対策 
 （２）ポンプ場は，⾬⽔の異常流⼊や吐出先の異常⾼⽔位に対して排⽔機能を確保するととも 

に浸⽔に対し安全対策を施す。 

 【解説】 

  ２）ポンプ室，電気室，監視制御室等重要設備室の外部開⼝部，貫通⽳等は，構内地盤より
⾼くするか，扉等の⽔密化，⾓落しの設置等により防護できること。 

 ３）揚排⽔機能の確保に必要な設備に対しては，浸⽔防⽌対策を施す。 
 
第６章電気計装設備 §6.1.4 地域特性 
 電気・計装設備は，当該地域の気候的，地理的及び社会的条件について考慮するとともに，環 
境的要因に対する対策を検討する。 

 【解説】 

（４）侵⼊対策の例は，次のとおりである。 
 １）台⾵，⼤⾬等による異常流⼊が⽣じた場合，電気・計装設備の浸⽔により処理・排⽔機  

能に⽀障を来すおそれがあるため，施設の配置，据付け⾼さ等に留意する。 
 ２）電気室，監視室は，浸⽔対策を施す。 

 

3）現⾏基準等の解釈 （耐⽔化） 
対象基準等により，以下の事項への対応が可能と判断する。 
① ポンプ場施設（⼀般的な中継ポンプ場と処理場内の沈砂池ポンプ施設）への対応は可能と判断する。 

例）浸⽔に対する⽌⽔防⽌策（扉等の⽔密化等） 
② 電気計装設備への対応は，処理場並びにポンプ場に該当する事項であり，⾼層化等の浸⽔対策が可能
と 

判断する。 
 

4）実施への対応 
今回の災害査定においての進め⽅は，以下の”対策の実施（案）”を原則とし，全施設を対象に対策を

⾏うのではなく，重要施設のみの対策を⾏うこととする。 
なお，各処理場の⽴地条件等が異なることから，採⽤の有無を含む個別対応も可能とする。 
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（3）協議設計の活⽤ 
1）津波被災沿岸部の被災調査及び復旧計画の遅れと協議設計活⽤の特例 

津波により甚⼤な被災を受けた沿岸部の⾃治体は，復興計画策定までの間，下⽔道施設の復旧⽅法の
確定ができず，また，下⽔管渠のカメラ調査も困難であり，被害実態も把握できない状況が続いていた。 

⼀⽅，下⽔道施設の早期復旧のために，県では，災害査定の簡素化を国⼟交通省に働きかけるととも
に，技術職員を沿岸部所管事務所にシフトし，県外⾃治体職員の⽀援も要請しながら 12 ⽉までの災害査
定完了を⽬指していた。 

国⼟交通省においても，その緊急性が理解され，財務省との調整の結果，「平成 23 年東北地⽅太平洋
沖地震により被災した沿岸部の道路及び下⽔道施設に係る災害復旧事業の特例について（平成 23 年 11
⽉ 16 ⽇付け国⽔防第 551 号）」の⽂書が発出された。 

今回の特例において，東北地⽅太平洋沖地震に係る災害査定に限り，公共⼟⽊施設災害復旧事業査定
⽅針 第 15 及び公共⼟⽊施設（下⽔道・公園）災害復旧事業査定⽅針 第 14 の（1） （4）に加え， 

「（5）東北地⽅太平洋沖地震において津波により被災した沿岸部における道路，橋梁及び下⽔道⼯事
であって，復興計画との関係上，復旧⽅法を特に検討する必要がある場合」に協議設計が適⽤されるこ
ととなった。 

 
2）被災市町説明会の開催 

国からの通知を踏まえ，津波により被災した沿岸部の被災⾃治体を対象に「下⽔道災害査定に関する
緊急会議」を平成 23（2011）年 11 ⽉ 28 ⽇に開催し，協議設計による災害査定に向けた指導を⾏った。 

査定設計書の積算は，下⽔道施設が全て被災したとの仮定を取り，台帳における管渠延 に 径別の
建設単価を掛け合わせて申請額を算出することとした。 

 
図  協議設計事前協議資料（例）（ ） 
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図 4-49 協議設計事前協議資料（例）（2/6） 
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図  協議設計事前協議資料（例）（ ）  
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図 4-51 協議設計事前協議資料（例）（4/6）  
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図  協議設計事前協議資料（例）（ ） 

  

表  協議設計事前協議資料（例）（ ） 

 

    

538− 538 −

第４章　早期復旧と復興の加速化に向けた取組



 

 
 

﹁
災
害
に
強
い 

ま
ち
づ
く
り
宮
城 

第
２
章 

安
全
安
⼼
な 

﹁
ま
ち
づ
く
り
﹂ 

第
３
章 

災
害
に
強
い 

﹁
道
路
﹂・﹁
港
湾
﹂・

第
４
章 

早
期
復
旧
と
復
興
の

加
速
化
に
向
け
た 

第
５
章 

震
災
教
訓
の
伝
承 

3
11

伝
承
・
減
災 
第
６
章 

復
旧
・
復
興
事
業
に

よ
る
整
備
効
果 

第
１
章 

復
旧
・
復
興
事
業
に 

課
題
の
総
論 

第
７
章 

 
図 4-53 査定協議書（朱⼊れ後）の例  
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３．事業実施期（事業実施にあたって） 

（1）設計変更 
1）設計変更とは 

＜都市災害復旧事業等事務必携より＞ 
設計変更とは，「⽔勢⼜は地形の変動，違算⼜は誤測，増破，その他これらに類する事項」に基

づき，やむを得ないもの⼜は災害復旧事業と改良⼯事を併せて施⾏する場合に，設計変更を⾏うこ
とである。 

 
なお，災害復旧事業の⼯事の施⼯に際し，設計変更をしようとする時は，軽微な変更を除き，国⼟交

通⼤⾂の同意を得なければならない。 
軽微な変更については，変更承認は必要としない。要件は次のとおり。 
 

１．各⼯事箇所について，当該変更による⼯事費の増減が，当該⼯事箇所における 決定⼯事費の
３３割割以以内内で，かつ，1,000 万円（今回の災害においては，55,,000000 万万円円））以以下下のもの⼜は当該決定⼯
事費の３割に相当する⾦額が 300 万円以下であるときは 300 万円以内のもので次の変更の場合 

①違算⼜は誤測の訂正に係る変更 
 ②事業実施年度の 4 ⽉ 1 ⽇の属する年に発⽣した災害に関して⼤⾂の同意を得た設計労務単価

若しくは，設計資材単価の変更⼜は歩掛の１．２倍に相当する歩掛以内の歩掛の変更 
 ③⽔勢⼜は地形の変動等変動その他の事由により必要となる変更のうち，⼯法に変更のないも

ので次の変更⼜は追加 
     ・延 の増減が 2 割以内で，かつ，１５ｍ以内の変更 
     ・法  は断 のみの変更 
     ・仮設⼯の変更 
     ・交通誘導警備員，列⾞⾒張員の変更 
     ・すり付け⼯，取付⼯，雑⼯の変更⼜は追加 

 ④次の変更で⼯事の程度に変化を⽣じさせないもの 
     ・杭打⼯事の杭の形式⼜は⼨法の変更 
     ・値固めブロック⼜は法覆ブロックの形式変更 
     ・推定された岩盤が存在せず，⼜は脆弱であるため，岩着⼯法を基礎コンクリート⼯法に

変更する⼜は⼗分な強度の岩盤が存在したため，コンクリート基礎⼯法を岩着⼯法とす
る変更 

     ・遠⼼⼒鉄筋コンクリート管の継⼿構造の変更 
２．⼯法及び⼯事の程度に変更のないもので次の変更⼜は追加の場合 

 ①推定岩盤線の変更による法  は断 のみの変更 
②⼟の変化率に係る⼟量の変更 
③再測量に基づきその全数量を計上できる埋塞⼟⼜は追加の場合 
④搬出場所の確定に伴う現場発⽣材の運搬費⽤の変更⼜は投棄料の追加 
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2）設計変更要因 
実施した設計変更の例を以下に⽰す。 

① 違算 
(i) 災害査定設計書作成時に，図⾯から設計書に数値を写す際の転記ミス 等 

② 誤測 
(i)  災害査定後，その後のがれき撤去により被災箇所を発⾒。 
(ii)  査定後の仮設⼯の変更（ウェルポイント⼯法への変更）。 
(iii) 設備や施設の損傷状況を精査し，コスト削減を考慮し復旧⽅法を変更。 等 

・⼀式交換から部分交換に変更 
③ 実単更正 

(i) 災害査定時と発注時の単価の変更。 
④ その他 

(i)  現地発⽣材等の投棄料（処分費）の計上⼜は，処分地への運搬距離の精査。 
(ii)  現⾏の基準に基づく施⼯への対応。 

・埋戻⼟を改良⼟に変更 等 
(iii) 道路管理者との調整による変更。 

・舗装本復旧範囲の変更 等 
(iv) 分割発注に伴う増⼯⼜は合併発注による減⼯。 
(v)  複合⼯（材料＋⼯賃）での計上を，個別に積算することによる変更。 
(vi) 近接部に埋設管（⽔道管）があり，移設補償費を追加。 
 
 

 
図 4-54 国⼟交通省・防災課と設計変更時の資料（1/3） 
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図  国⼟交通省・防災課と設計変更時の資料（ ） 

 
 

 
図  国⼟交通省・防災課と設計変更時の資料（ ） 
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４．これまでの課題，将来の災害に備えて 

（１） ⼈材の育成 
東⽇本⼤震災時には，前述した違算や誤測等のミスの発⽣，⾃治体ごとに復旧⽅針が異なること，災害

復旧に対する職員の経験及び技術⼒の不⾜等の課題があった。 
将来発⽣する災害に備え，県内⾃治体の下⽔道事業担当者を対象とし，定期的に下⽔道災害復旧におけ

る復旧⽅針や災害査定に関する留意点の説明，災害時の教訓の伝承を⽬的とした研修会を開催し，災害時
に円滑な対応ができるような⼈材の育成に努めている。 

 

         
                図 4-57 県主催の下⽔道担当者職員研修 
 

（２）下⽔道 BCP 策定 
   災害時における下⽔道機能の継続・早期復旧は，発災後から対応を始めたのでは困難である。 

「下⽔道 BCP（下 道事業の業務継続計画）」は，下 道施設が市  活にとって重要なライフライン
の⼀つであり，災害時にもその機能を維持または早期復旧することが必要不可⽋であることを踏まえ，必
要に応じた⾒直しを⾏うとともに，市町村へ指導・助⾔を⾏っている。 

 
（３）耐震化・耐⽔化 

東⽇本⼤震災時には，主要施設の耐⽔化は実施されておらず，津波による浸⽔により多くの設備が機能
を停⽌した。 

下⽔道における災害対応は，主ポンプ施設・電気設備関連施設等の耐震化・耐⽔化対策を図ることで被
害の軽減，復旧期間の短縮等に結びつく。 

このことから，耐震化・耐⽔化対策を推進するように市町村へ指導・助⾔を⾏っている。 
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第４項 都市局災害復旧事業 
公共⼟⽊施設（公園），都市計画区域内における都市施設（街路，都市排⽔施設等）が被害を受けた場合や市

街地に多量の⼟砂が堆積した場合に，国は，災害復旧事業を う地 公共団体に 援を うことにより，  
の安定を図り，公共の福祉を確保するものである。 

 

１．災害査定期（ 次にわたる災害査定） 

（1）概要 
 平成 23（2011）年 6 ⽉ 6 ⽇より都市災の第１次災害査定が開始された。当初は，地震のみの被災公園が多
く，通常の査定資料の整理が可能であったため，問題無く進められたが，査定後半に及ぶと津波による被災
公園が⼤部分となり，被災状況を説明する資料整理やとりまとめが難しかったものの，事前に国⼟交通省都
市局都市安全課と協議を⾏い，津波により消失した施設については，公園台帳等を利⽤した被災前の施設状
況の確認，堆積⼟砂により埋没した場合は，坪堀による堆積厚の決定，海⽔に浸かった電気設備については，
津波⾼の痕跡を基にした被災の認定等，ケースごとに了解を得ながら査定を進めていった。 
 また，平成 23（2011）年 9 ⽉ 21 ⽇に発⽣した台⾵ 15 号により，第 3 次査定で既に査定済みであった県総
合運動公園の園路法⾯が⼀部崩壊し，増破となったため，公共⼟⽊施設災害復旧事業費国庫負担法施⾏令第
３条第１項に基づき，決定済み額を全て内転属し，増破分を含め，改めて第 7 次で査定を受けることとなっ
た。 
 津波で被災を受けた県の 3 公園については，管理棟やトイレ，野球場等建築物も被災したため，県営繕課
に技術協⼒を仰ぎ，全⾯的な協⼒のもと，査定に臨んだ。 
 その結果，関係者の協⼒を得ながら，県・市町村合わせて 90 件の都市公園について，すべて平成 23（2011）
年内に査定を完了し，決定額は 46 億 4 千 4 百万円となった。 
 ただし，がれきの仮置き場となっている公園で，被災状況を確認出来ない部分については，国⼟交通省よ
り，次年度以降の対応も可能とされている。 

表 都市局災害査定 

 
 

件数 決定額 件数 決定額 件数 決定額

１次 H23,6,6～6,10 1 21 282,031 21 282,031

２次 H23,6,13～6,17 1 1 12,095 1 12,095

３次 H23,7,11～7,15 1 3 156,879 3 68,174 6 225,053

４次 H23,10,3～10,7 1 8 19,782 8 19,782

５次 H23,10,31～ 1 2 10,273 2 10,273

６次 H23,11,7～ 1 14 385,860 14 385,860

７次 H23,12,5～12,9 1 5 73,500 5 73,500

８次 H23,12,12～ 2 10 2,229,766 12 1,287,275 22 3,517,041

９次 H23,12,12～ 1 10 75,885 10 75,885

13 2,386,645 76 2,214,875 89 4,601,520

合計

合計

査定次数 期間 班数
県 市町村（仙台市除く）
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（2）災害査定の簡素化 
 今回の災害については，甚⼤で広範囲に及ぶことから，災害査定に関して，⼤幅な簡素化が認められた。
主な変更点は，平成 23（2011）年 4 ⽉ 19 ⽇付け国都防第 11 号では，机上査定の適⽤限度額を 300 万円から
5,000 万円に緩和し，設計書添付図⾯を簡素化，標準断⾯による積み上げ積算を可能とした。 

また，平成 23 年 5 ⽉ 11 ⽇付け国都防 19 号では，保留額を 4 億円以上から 30 億円以上に引き上げ，総合
単価の使⽤⼯種等も拡⼤された。 

ただし，都市公園に限っては，標準断⾯による積算での申請は認められなかった。 
 

災害査定の簡素化のポイント 

①机上査定申請額の拡大 

②現地決定額の拡大 

③設計書添付図面を簡素化，標準断面による積み上げ積算 

   
  
（3）評価できる点 

・事前に国⼟交通省都市局都市安全課と協議を⾏い，津波により消失した施設については，公園台帳等を
利⽤した被災前の施設状況の確認をスムーズに⾏うことができた。 

・がれきの仮置き場となっている公園で被災状況を確認出来ない部分については，国⼟交通省より，次年
度以降の対応も可能とされた。 

 
（4）改善すべき点 

・都市公園では標準断⾯による積算での申請は認められず，査定積算での時間短縮を図ることが出来なか
った。 

 
 
 

図 4-58 ⽮本海浜緑地被災状況 図 4-59 岩沼海浜緑地被災状況 
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第４節 その他の取組 
１．岩手県・宮城県･福島県土木部長等連絡調整会議 

東⽇本⼤震災からの復旧･復興を達成するために，岩⼿県・宮城県・福島県の 3 県で情報共有，共通課題
の把握等を⾏う場として，3 県  部 等連絡調整会議を開催し，復旧・復興事業の諸課題についての意⾒
交換を⾏ってきた。 

平成 23（2011）年度から平成 25（2013）年度までの復旧期においては復興まちづくり計画や災害復旧事
業における課題等の情報共有を⾏い，平成 26（2014）年度から平成 29（2017）年度の再⽣期においては施
⼯確保対策や⽤地対策等について議論し，平成 30（2018）年度から令和 2（2020）年度の発展期においては
伝承関係や復興後の予算確保対策等，その時々に応じたテーマで情報共有や課題解決に向けた議論を重ねて
きた。 

東⽇本⼤震災から 10 年が経過し，これまで復旧・復興事業を進めていく上で培ったノウハウや教訓など，
他⾃治体や後世に伝え継ぐために，情報発信や交流を⾏うことが，被災 3 県の責務として求められている。 
 また，今後の維持管理についてなど，復旧･復興事業後に残された課題も多くある。 

そのため，今後も継続して会議を開催し，課題の共有や教訓の伝承に向けて情報共有等を実施していきた
い。  

   
 第１回会議（宮城県）          第１８回会議（岩⼿県）          第２３回会議（福島県） 

 
◇◇連連絡絡調調整整会会議議  議議題題⼀⼀覧覧  

次次  数数  議議  題題  

第 1 回 
H23.6.21 
（宮城県） 

（１）復興まちづくりの計画について 
（２）災害査定の進め⽅について 
（３）復旧復興を加速的に推進する道路網の整備について 
（４）その他 

第 2 回 
H23.9.1 
（岩⼿県） 

（１）津波防災について 
（２）復興まちづくりの計画について 
（３）その他 

第 3 回 
H23.11.14 
（福島県） 

（１）復興関係制度（特区，復興交付⾦等）の対応状況について 
（２）その他 
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第 4 回 
H24.2.6 
（宮城県） 

（１）⼊札契約制度の改善等について 
（２）直轄負担⾦の免除について 
（３）津波防災地域づくり法案に基づく条例等について 
（４）復興特区制度について 

第 5 回 
H24.5.10 
（岩⼿県） 

（１）復旧復興⼯事を進めるにあたっての課題について 
（２）復興まちづくりの状況について 
（３）仮設住宅における追い炊き対策について 

第 6 回 
H24.9.13 
（福島県） 

（１）⼊札⽅式の状況について 
（２）盛⼟材等の建設資材の確保について 
（３）許認可等の諸⼿続き等における改善・柔軟な運⽤事例について 
（４）防災集団移転跡地（元地）の⼟地利⽤について 

第 7 回 
H25.2.5 
（宮城県） 

（１）災害公営住宅の早期整備に向けた取組みについて 
（２）復旧・復興事業における資材の確保について 
（３）復旧・復興⼯事の⼊札不調に対する⼊札制度の改善，⼯夫などについて 
（４）復興まちづくりの状況と課題について 

第 8 回 
H25.5.23 
（宮城県） 

（１）復旧・復興事業に係る⽤地確保対策等について 
（２）復旧・復興事業における資材の確保について 
（３）復旧・復興事業の進捗状況等について 
（４）災害復旧事業の推進に係る業務委託費の確保について 

第 9 回 
H25.11.12 
（岩⼿県） 

（１）防潮堤等災害復旧事業 
（２）⽤地確保対策・⽤地取得⽤務の加速化対策 
（３）応援職員の確保・派遣期間の⾒通し 
（４）被災三県の連携の取組国への要望等，被災三県が歩調を合わせることによって，よ

り効果が⾒込まれるものについて検討 

第 10 回 
H26.1.22 
（福島県） 

（１）被災三県での合同要望について 
（２）施⼯確保対策について 
（３）体制の確保について 
（４）復旧・復興事業の「⾒える化」について 
（５）今後の事業展開について 

第 11 回 
H26.5.13 
（宮城県） 

（１）被災３県での合同要望について 
（２）今年度予算の執⾏⾒通しについて 
（３）施⼯確保対策の取組について 
（４）⽤地確保対策について 
（５）災害公営住宅の整備について 
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第 12 回 
H26.9.3 
（岩⼿県） 

（１）復旧・復興事業の進捗⾒通し，集中復興期間以降の所要額について 
（２）今後の財源確保と課題解決に向けた活動について 
（３）復旧・復興事業における県内業者（特に内陸部）の受注機会について 
（４）防災集団移転促進事業に係る移転跡地の⼟地利⽤について 
（５）現場の「⾒える化」（復旧・復興事業進捗等を広報するための取組）について 

第 13 回 
H27.2.5 
（福島県） 

（１）被災三県での合同要望について 
（２）住宅再建・確保対策について 
（３）⼟砂災害防⽌法について 
（４）震災復興祈念公園 
（５）第 12 回会議を受けた取組について） 

第 14 回 
H27.5.13 
（宮城県） 
当⽇中⽌ 

（１）平成 28（2016）年度以降の復興事業に係る対応について 
（２）災害公営住宅等の最終 数調整等について 
（３）施⼯確保対策の取組について 
（４）復興祈念公園について 

第 15 回 
H27.11.17 
（岩⼿県） 

（１）復興・創⽣期間における復興事業について（財源確保・体制など） 
（２）復興事業と通常事業における今後の展開について 
（３）⽤地取得にかかる事業認定・収⽤裁決の現状について 
（４）復旧・復興⼯事の円滑な執⾏に向けた施⼯確保（⼊札不調等）対策について 

第 16 回 
H28.2.1 
（福島県） 

（１）通常分の事業費確保について 
（２）復興交付⾦効果促進事業（⼀括配分）の活⽤について 
（３）⽤地取得の更なる加速化について 
（４）建設業の担い⼿確保対策等について 

第 17 回 
H28.5.11 
（宮城県） 

（１）平成 28（2016）年度以降の復興予算について 
（２）復興後の通常事業予算の確保について 
（３）⼤規模災害時の災害査定の簡素化について 
（４）⼤規模建築物の耐震診断結果の公表について 
（５）通常補助の事故繰越⼿続簡素化の継続について 

第 18 回 
H28.8.25 
（岩⼿県） 

（１）⽔⾨等の⾃動閉鎖システム整備に伴う維持管理費等の確保について 
（２）地盤沈下等に伴う新規⾬⽔ポンプ場の維持管理費について 
（３）防災緑地で植栽した苗⽊の育成費⽤について 
（４）三県  部 等による要望活動について 
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第 19 回 
H29.1.19 
（福島県） 

（１）平成 29（2017）年度以降の復興予算と復興後の通常予算の確保について 
（２）復興祈念公園について 
（３）東⽇本⼤震災特別家賃低減事業の各県内市町における要望状況について 
（４）技術職員の確保について 
（５）復旧・復興事業の効果的な広報について 

第 20 回 
H29.5.16 
（福島県） 

（１）復興予算及び復興後の通常事業予算の確保について 
（２）海岸防潮堤の適正管理に要する財政措置の拡充について 
（３）東 本 震災特別家賃低減事業の延 について 
（４）国が⾏う復旧・復興事業の整備促進について 

第 21 回 
H30.1.30 
（岩⼿県） 

（１）復旧・復興事業の進捗状況について 
（２）平成 33（2021）年度以降に向けた復旧・復興事業の取扱いについて 
（３）通常事業の予算確保について 
（４）海岸防潮堤の適正管理に要する予算確保について 

第 22 回 
H30.5.29 
（宮城県） 

（１）平成 33（2021）年度以降の復旧・復興事業の取扱いについて 
（２）平成 33（2021）年度の３県  部 要望のあり について 

第 23 回 
H31.1.31 
（福島県） 
※ ⽇ 程 が 合 わ
ず中⽌ 

（１）平成 33（2021）年度以降の復旧・復興事業の取扱いについて 
（２）平成 32（2020）年度に向けた要望活動について 
（３）防災・減災，国⼟強靱化のための 3 カ年緊急対策について（情報共有） 
（４）震災伝承ネットワークについて（情報共有） 

第 23 回 
R01.7.29 
（福島県） 

（１）令和 3（2021）年度以降の復旧・復興事業の取扱いについて 
（２）復興・創⽣期間以降における通常予算の確保ついて 
（３）国⼟強靱化にかかる取組について 
（４）復興祈念公園への全⾯的な財政⽀援について 

第 24 回 
R02.11.16 
（岩⼿県） 

（１）復興・創⽣期間以降における通常予算の確保等について 
（２）復興事業減少における建設業振興策 
（３）震災伝承に関する取組について  
（４）⾼精度な地形図を⽤いた⼟砂災害警戒区域の抽出精度の向上について 
（５）地震発⽣時における警戒体制設置基準等について 
（６）新型コロナウイルス感染症による影響について 
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２．岩手県・宮城県･福島県３県合同要望 

国に対して，３県が抱えている諸課題に関する要望を合同で実施してきた。要望内容については，３県⼟
 部 等連絡調整会議の中で議論し，復旧・復興事業の財源確保や⽀援に関することや国が⾏う事業の整備
促進に関することについて要望を実施している。 
 

   
 平成 26（2014）年 5 ⽉ 15 ⽇   平成 28（2016）年 11 ⽉ 15 ⽇    平成 29（2017）年 7 ⽉ 13 ⽇ 
  
◇◇３３県県合合同同要要望望項項⽬⽬⼀⼀覧覧  

要要望望⽇⽇  要要望望項項⽬⽬  
H26.2.3 ●●東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興にに関関すするる要要望望  

  被被災災地地のの実実態態にに即即ししたた予予算算措措置置等等にに向向けけてて    
  復復旧旧・・復復興興事事業業のの実実態態にに即即ししたた財財政政⽀⽀援援等等ににつついいてて  

（１）「災害復旧事業」，道路，港湾等の「補助事業（復興枠）」及び「社会資本整備総
合交付⾦（復興枠）」について，集中復興期間以降も必要な財源を確実に確保し，
復旧・復興が完了するまでの間，震災復興特別交付税等による全⾯的な財政⽀援
を継続すること。 

（２）東⽇本⼤震災復興交付⾦については，集中復興期間５年間が事業期間とされて
いるが，平成２８年度以降も復興交付⾦制度の枠組みを継続するとともに，必要
な財源を確実に確保すること。 

H26.5.15 ●●東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興にに関関すするる要要望望  
  被被災災地地のの実実態態にに即即ししたた予予算算措措置置等等ににつついいてて    
１１  集集中中復復興興期期間間後後のの財財源源確確保保とと財財政政⽀⽀援援のの継継続続  

１ 復旧・復興事業の財源確保 

（１）「災害復旧事業」，道路，港湾等の「補助事業（復興枠）」及び「社会資本整備総
合交付⾦（復興枠）」について，復旧・復興事業が完了するまでの間，必要な財
源を確保すること。 

（２）東⽇本⼤震災復興交付⾦について，復興事業が完了するまでの間，制度を継続
するとともに，必要な財源を確保すること。 

２ 地⽅負担に対する全⾯的な財政⽀援 

復旧・復興事業に係る地⽅負担分や直轄事業に係る負担⾦について，復旧・復興
事業が完了するまでの間，震災復興特別交付税等による全⾯的な財政⽀援を継続す
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ること。 
 
２２  被被災災地地のの復復興興をを牽牽引引すするる国国がが⾏⾏うう復復旧旧・・復復興興事事業業のの整整備備促促進進とと財財源源のの確確保保  

１ 復興に向けた広域道路ネットワークの整備促進 
  ・三陸沿岸道路の整備促進 
  ・宮古盛岡横断道路の整備促進 
  ・東北横断 動 道釜 秋 線（釜  宮守間）の整備促進 
  ・東北中央 動 道（相  福島間）の整備促進 
２ 河川・海岸堤防の早期復旧と治⽔対策の促進 
  ・仙台湾南部海岸の早期復旧（権限代⾏区間を含む） 
  ・北上川下流他４河川の河川改修事業の整備促進 
３ 被災３県に整備する国営復興祈念施設の早期事業化 
４ 地域の復興を⽀える港湾の整備促進 

・釜⽯港及び⼤船渡港 湾⼝防波堤の早期復旧 
・久慈港 湾⼝防波堤，宮古港  神崎防波堤の整備促進 
・仙台塩釜港（仙台港区） ⾼松ふ頭⽔深 14m 岸壁の整備促進 
・仙台塩釜港（⽯巻港区） 防波堤(南)の整備促進 
・⼩名浜港 東港地区⽔深 18m 岸壁等の整備促進 

・相⾺港 ４号ふ頭地区⽔深 14m 航路・泊地の整備促進 
H27.2.12 ●●東東⽇⽇本本⼤⼤震震災災かかららのの復復旧旧・・復復興興にに関関すするる要要望望  

  被被災災地地のの実実態態にに即即ししたた予予算算確確保保等等にに向向けけてて    
１１  集集中中復復興興期期間間のの延延  とと特特例例的的なな財財政政  援援のの継継続続等等  

１ 集中復興期間の延 と財源の確保 

平成２７年度までとされている集中復興期間について，被災地の復旧・復興が完
了するまで延 し，特例的な財政⽀援についても，延 される集中復興期間に合わ
せて継続すること。 

さらに，その財源については，引き続き，地⽅財政計画において通常収⽀とは別
枠で整理し，⼗分な予算措置を確実に講じること。 

２ 復旧・復興事業の確実な予算措置と全⾯的な財政⽀援の継続 

（１）「災害復旧事業」，道路，河川・海岸，砂防，港湾等の「補助事業（復興枠）」及
び「社会資本整備総合交付⾦（復興枠）」について，復旧・復興事業が完了するま
での間，確実に予算措置すること。 

（２）東⽇本⼤震災復興交付⾦について，復興事業が完了するまでの間，制度を継続す
るとともに，確実に予算措置すること。 

（３）被災 3 県が整備する復興祈念公園について，整備が完了するまでの間，確実に予
算措置すること。 

（４）復旧・復興事業に係る地⽅負担分について，復旧・復興事業が完了するまでの間，
震災復興特別交付税等による全⾯的な財政⽀援を継続すること。 
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２２  国国がが⾏⾏うう復復旧旧・・復復興興事事業業のの整整備備促促進進とと全全⾯⾯的的なな財財政政⽀⽀援援のの継継続続  
１ 復興に向けた広域道路ネットワークの整備促進 
  ・三陸沿岸道路の整備促進 
  ・宮古盛岡横断道路の整備促進 
  ・東北横断 動 道釜 秋 線（釜  宮守間）の整備促進 
  ・東北中央 動 道（相  福島間）の整備促進 
２ 河川・海岸堤防の早期復旧と治⽔対策の促進 
  ・仙台湾南部海岸の早期復旧（権限代⾏区間を含む） 
  ・北上川下流他４河川の河川改修事業の整備促進 
３ 地域の復興を⽀える港湾の整備促進 

・釜⽯港及び⼤船渡港 湾⼝防波堤の早期復旧 
・久慈港 湾⼝防波堤，宮古港  神崎防波堤の整備促進 
・仙台塩釜港（仙台港区） ⾼松ふ頭⽔深 14m 岸壁の整備促進 
・仙台塩釜港（⽯巻港区） 防波堤(南)の整備促進 
・⼩名浜港 東港地区⽔深 18m 岸壁等の整備促進 
・相⾺港 沖防波堤の早期復旧  

４号ふ頭地区⽔深 14m 航路・泊地の整備促進 
４ 被災３県に整備する国営追悼・祈念施設（仮称）の早期事業着⼿ 
５ 必要な予算と体制の確保及び全⾯的な財政⽀援の継続 

被災地の復興を牽引する復興道路等の国が⾏う復旧・復興事業について，必要な
予算と体制を別枠で確保し，より⼀層の整備促進を図ること。 

また，復旧・復興に係る直轄事業負担⾦について，引き続き震災復興特別交付税に
よる全⾯的な財政⽀援を講じること。 

H27.4.15 ●●国国がが⾏⾏うう復復旧旧・・復復興興事事業業のの整整備備促促進進とと全全⾯⾯的的なな財財政政⽀⽀援援のの継継続続をを求求めめるる要要望望 
１ 復興に向けた広域道路ネットワークの整備促進 
  ・三陸沿岸道路の整備促進 
  ・宮古盛岡横断道路の整備促進 
  ・東北横断 動 道釜 秋 線（釜  宮守間）の整備促進 
  ・東北中央 動 道（相  福島間）の整備促進 
２ 河川・海岸堤防の早期復旧と治⽔対策の促進 
  ・仙台湾南部海岸の早期復旧（権限代⾏区間を含む） 
  ・北上川下流他４河川の河川改修事業の整備促進 
３ 地域の復興を⽀える港湾の整備促進 

・釜⽯港及び⼤船渡港 湾⼝防波堤の早期復旧 
・久慈港 湾⼝防波堤，宮古港  神崎防波堤の整備促進 
・仙台塩釜港（仙台港区） ⾼松ふ頭⽔深 14m 岸壁の整備促進 
・仙台塩釜港（⽯巻港区） 防波堤(南)の整備促進 
・⼩名浜港 東港地区⽔深 18m 岸壁等の整備促進 
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・相⾺港 沖防波堤の早期復旧  
４ 被災３県に整備する国営追悼・祈念施設（仮称）の早期整備 
５ 必要な予算と体制の確保及び全⾯的な財政⽀援の継続 

被災地の復興を牽引する復興道路等の国が⾏う復旧・復興事業について，必要な
予算と体制を別枠で確保し，より⼀層の整備促進を図ること。また，復旧・復興に
係る直轄事業負担⾦について，引き続き震災復興特別交付税による全⾯的な財政⽀
援を講じること。 

 
●●集集中中復復興興期期間間のの延延  及及びび特特例例的的なな財財政政  援援のの継継続続をを求求めめるる要要望望  

１ 集中復興期間の延 と特例的な財政 援の継続 

復旧・復興事業を計画的に実施するためにも，被災地の復旧・復興が完全に成し
遂げられるまで集中復興期間を延 するとともに，⼗分な財源フレームを早期に⽰
すこと。 

また，「復興枠」による別枠での予算確保など国による特例的な財政⽀援を継続し，
被災⾃治体に対する財政的負担を求めないフレームとすること。 

２ 復旧・復興事業の確実な予算措置 

「災害復旧事業」，道路，河川・海岸，砂防，港湾等の「補助事業（復興枠）」及び
「社会資本整備総合交付⾦（復興枠）」について，復旧事業に遅れが⽣じないよう必
要な予算配分を⾏うとともに，復旧・復興事業が完了するまでの間，別枠で確実に
予算措置すること。 

３ 東⽇本⼤震災復興交付⾦の制度継続と確実な予算措置 

東⽇本⼤震災復興交付⾦について，復興事業が完了するまでの間，制度を継続す
るとともに，確実に予算措置すること。 

H27.7.28 ●●国国がが⾏⾏うう復復旧旧・・復復興興事事業業のの整整備備促促進進とと特特例例的的なな財財政政⽀⽀援援のの継継続続をを求求めめるる要要望望 
１ 復興に向けた広域道路ネットワークの整備促進 
  ・三陸沿岸道路の整備促進 
  ・宮古盛岡横断道路の整備促進 
  ・東北横断 動 道釜 秋 線（釜  宮守間）の整備促進 
  ・東北中央 動 道（相  福島間）の整備促進 
  ・ふくしま復興再⽣道路国道３９９号⼗⽂字⼯区の整備促進及び県道吉間⽥滝根線

広瀬⼯区の国直轄権限代⾏による採択 
２ 河川・海岸堤防の早期復旧と治⽔対策の促進 
  ・仙台湾南部海岸の早期復旧（権限代⾏区間を含む） 
  ・北上川下流他４河川の河川改修事業の整備促進 
３ 地域の復興を⽀える港湾の整備促進 

・釜⽯港及び⼤船渡港 湾⼝防波堤の早期復旧 
・久慈港 湾⼝防波堤，宮古港  神崎防波堤の整備促進 
・仙台塩釜港（仙台港区） ⾼松ふ頭⽔深 14m 岸壁の整備促進 
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・仙台塩釜港（⽯巻港区） 防波堤(南)の整備促進 
・⼩名浜港 東港地区⽔深 18m 岸壁等の整備促進 
・相⾺港 沖防波堤の早期復旧・整備促進  

４ 被災３県に整備する国営追悼・祈念施設（仮称）の早期整備 
５ 必要な予算と体制の確保及び特例的な財政⽀援の継続 

被災地の復興を牽引する復興道路等の国が⾏う復旧・復興事業について，必要な
予算と体制を別枠で確保し，より⼀層の整備促進を図ること。 

また，復旧・復興に係る直轄事業負担⾦について，引き続き震災復興特別交付税
による特例的な財政⽀援を講じること。 

 
●●平平成成 2288（（22001166））年年度度以以降降のの復復旧旧・・復復興興事事業業にに関関すするる要要望望  

１ 復旧・復興事業の確実な予算措置 

復興特別会計で実施する復旧・復興事業について，復興に遅れを⽣じさせないよ
う，必要額を確実に予算措置すること。 

なお，今年度の災害復旧事業費については，要望額を⼤きく下回り配分されたた
め，早期に必要額を配分すること。 

２ 復興特別会計から⼀般会計へ移⾏する事業の予算措置 

復興特別会計から⼀般会計へ移⾏する社会資本整備総合交付⾦（道路事業・砂防
事業）については，復興のために不可⽋な事業であることから，必要額を確実に予
算措置すること。 

３ 復興の進展により新たに⽣じる課題等への対応 

復興の進展に伴い新たに必要となる事業や，資材・⼈件費等の⾼騰による事業費
の増加など，当初想定していなかった課題について，適切な措置を講じること。 

また，復興交付⾦の基幹事業の採択要件を拡⼤するなど，柔軟な運⽤を図ること。
H28.1.19 ●●国国がが⾏⾏うう復復旧旧・・復復興興事事業業のの整整備備促促進進にに関関すするる要要望望 

１ 復興に向けた広域道路ネットワークの整備促進 
  ・三陸沿岸道路の整備促進 
  ・宮古盛岡横断道路の整備促進 
  ・東北横断 動 道釜 秋 線（釜  遠野間）の整備促進 
  ・東北中央 動 道（相  福島間）の整備促進 
  ・ふくしま復興再⽣道路国道 399 号⼗⽂字⼯区の整備促進及び県道吉間⽥滝根線広

瀬⼯区の国直轄権限代⾏による採択 
２ 河川・海岸堤防の早期復旧と治⽔対策の促進 
  ・仙台湾南部海岸の早期復旧（権限代⾏区間を含む） 
  ・北上川下流他４河川の河川改修事業の整備促進 
３ 地域の復興を⽀える港湾の整備促進 

・釜⽯港及び⼤船渡港 湾⼝防波堤の早期復旧 
・久慈港 湾⼝防波堤，宮古港  神崎防波堤の整備促進 
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・仙台塩釜港（仙台港区） ⾼松ふ頭⽔深 14m 岸壁の整備促進 
・仙台塩釜港（⽯巻港区） 防波堤(南)の整備促進 
・⼩名浜港 東港地区⽔深 18m 岸壁等の整備促進 
・相⾺港 沖防波堤の早期復旧・整備促進  

４ 被災３県に整備する国営追悼・祈念施設（仮称）の早期整備 
 
●●被被災災地地ににおおけけるる復復旧旧・・復復興興事事業業とと国国⼟⼟強強靱靱化化にに向向けけたた社社会会資資本本整整備備にに関関すするる要要望望  

１ 復旧・復興事業の確実な予算措置 

復興特別会計で実施する復旧・復興事業について，復興に遅れを⽣じさせないよ
う，必要額を確実に予算措置すること。 

２ 復興の進展により⽣じる課題等への措置 

復興の進展に伴い必要となる事業や，資材・⼈件費等の⾼騰による事業費の増加
など，復興事業を進めていく上で⽣じる課題について，適切な措置を講じること。

３ 復興特別会計から⼀般会計へ移⾏する事業の予算措置 

復興特別会計から⼀般会計へ移⾏する社会資本整備総合交付⾦事業（道路事業・
砂防事業）について，復興のために不可⽋な事業であることから，必要額を確実に
予算措置すること。 

４ 国⼟強靱化に向けた社会資本整備の確実な予算措置 

加速化する社会資本の⽼朽化や度重なる⾃然災害に備えるため，社会資本整備総
合交付⾦，防災・安全交付⾦等について，必要額を確実に予算措置すること。 

H28.5.26 ●●⼤⼤規規模模災災害害時時ににおおけけるる災災害害査査定定ののあありり⽅⽅にに関関すするる制制度度改改善善要要望望 
１ ⼤規模災害時における災害査定の効率化 

①⼤規模災害の発⽣時には，机上査定や実施保留の適⽤上限額の引き上げを⾏うこ
と。 

②設計図書の作成・積算について，東⽇本⼤震災と同等の簡素化を実施するととも
に，さらなる簡素化を図ること。 

河川・道路・海岸 代表断⾯や被災率による設計・積算 
橋梁 台帳による設計図書の作成 
橋⾯積当たり単価をもとにした積算 
⽔⾨ 台帳による設計図書の作成 
   扉体⾯積当たり単価をもとにした積算 

③協議設計の活⽤により速やかな査定実施や予算措置を図ること。 
④⼀箇所⼯事の取り扱いについて東⽇本⼤震災と同様の弾⼒化を図ること。 
 

２ 災害査定簡素化に関する事前のルール化 
災害査定の簡素化について，あらかじめルール化し申請者への周知を図ること。 
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H28.11.15 ●●国国がが⾏⾏うう復復旧旧・・復復興興事事業業のの整整備備促促進進にに関関すするる要要望望 
１ 復興に向けた広域道路ネットワークの整備促進 
  ・三陸沿岸道路の整備促進 
  ・宮古盛岡横断道路の整備促進 
  ・東北横断 動 道釜 秋 線（釜  遠野間）の整備促進 
  ・東北中央 動 道（相  福島間，福島  沢間）の整備促進 
  ・ふくしま復興再⽣道路国道 399 号⼗⽂字⼯区及び県道吉間⽥滝根線広瀬⼯区の整

備促進 
２ 河川堤防の早期復旧と治⽔対策の促進 
  ・北上川下流河川改修事業の整備促進 
３ 地域の復興を⽀える港湾の整備促進 

・釜⽯港及び⼤船渡港 湾⼝防波堤の早期復旧 
・久慈港 湾⼝防波堤，宮古港  神崎防波堤の整備促進 
・仙台塩釜港（仙台港区） ⾼砂３号岸壁の新規事業化 
・仙台塩釜港（⽯巻港区） 防波堤(南)の整備促進 
・仙台塩釜港（⽯巻港区） 耐震強化岸壁⽔深 12m の新規事業化 
・⼩名浜港 東港地区⽔深 18m 岸壁等の整備促進 
・相⾺港 沖防波堤の早期復旧・整備促進 

４ 被災３県に整備する国営追悼・祈念施設（仮称）の早期整備 
 

●●被被災災地地ににおおけけるる復復旧旧・・復復興興事事業業とと国国⼟⼟強強靱靱化化にに向向けけたた社社会会資資本本整整備備にに関関すするる要要望望  
１ 復旧・復興事業の確実な予算措置 

復興特別会計で実施する復旧・復興事業について，復興に遅れを⽣じさせないよ
う，必要額を確実に予算措置すること。 

２ 復興の進展により⽣じる課題等への措置 

復興事業を進めていく上で⽣じる諸課題について，適切な措置を講じること。特
に，復旧・復興事業に係る道路補修費⽤について更なる財政上の⽀援措置を求める。

３ 国⼟強靱化に向けた社会資本整備の確実な予算措置 

加速化する社会資本の⽼朽化や度重なる⾃然災害に備えるため，社会資本整備総
合交付⾦，防災・安全交付⾦等について，必要額を確実に予算措置すること。 

H29.7.13 ●●国国がが⾏⾏うう復復旧旧・・復復興興事事業業のの整整備備促促進進にに関関すするる要要望望  
１ 復興に向けた広域道路ネットワークの整備促進 
  ・三陸沿岸道路の整備促進  
  ・宮古盛岡横断道路の整備促進 
  ・東北横断 動 道釜 秋 線（釜  遠野間）の整備促進 
  ・東北中央 動 道（相  福島間，福島  沢間）の整備促進 
  ・ふくしま復興再⽣道路（国道 399 号等）の整備促進 
２ 河川堤防の早期復旧と治⽔対策の促進 
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  ・北上川下流河川改修事業の整備促進 
３ 地域の復興を⽀える港湾の整備促進 

・久慈港 湾⼝防波堤，宮古港  神崎防波堤の整備促進 
・仙台塩釜港（⽯巻港区） 防波堤(南)の整備促進 
・⼩名浜港 東港地区岸壁等の整備促進 
・相⾺港 沖防波堤の整備促進 

４ 被災３県に整備する国営追悼・祈念施設（仮称）の早期整備 
 

●●被被災災地地ににおおけけるる復復旧旧・・復復興興事事業業とと国国⼟⼟強強靱靱化化にに向向けけたた社社会会資資本本整整備備にに関関すするる要要望望  
１ 復旧・復興事業の確実な予算措置 

復興特別会計で実施する復旧・復興事業について，復興に遅れを⽣じさせないよ
う，完了まで必要額を確実に予算措置すること。 

２ 東 本 震災特別家賃低減事業の期間延  
東⽇本⼤震災特別家賃低減事業について，６年⽬以降は家賃補助が減少し⼊居者

の負担割合が増加するが，被災者の⽣活再建や低所得者の⽣活維持のため，６年⽬
以降についても負担割合を据え置くこと。 

また，対象期間は建物管理開始から 10 年間とされているが，更なる期間延 を講
じること。 

３ 地⽅創⽣・国⼟強靱化に向けた社会資本整備の確実な予算措置 
加速化する社会資本の⽼朽化や度重なる⾃然災害に備えるため，社会資本整備総

合交付⾦，防災・安全交付⾦等について，被災県の実情を踏まえ，復興期間が終わ
るまでに震災前の⽔準へ戻すこと。 

４ 道路整備事業に係る特別措置に関する法律の継続・拡充及び財政⽀援 
「道路整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律」の⼀部改正により，

国庫補助負担率のかさ上げ等の特別措置が講じられてきたが，当特別措置の期限が
平成 29（2017）年度末までとされている。東⽇本⼤震災からの復旧・復興及び地⽅
創⽣を果たすために必要な道路整備の推進が図られるよう，今後も国庫補助負担率
のかさ上げ等を継続・拡充し， 期に渡る財政 援を講じること。 

５ 海岸防潮堤の適正管理に要する財政措置の拡充 
⾃動閉鎖システムの整備等に伴い，毎年，地⽅公共団体が負担する修繕費，更新

費及び維持管理費が発⽣することから，恒久的な財政措置を講じること。  
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